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頭

税

の

鼠

壊

過

程

漢

代

人

|

|

特

算

賦

を

中

六 五四三二一

は

し

が

き

渓
代
の
郷
里
制
と
人
頭
税

人
頭
税
の
負
猪
と
流
民
の
渡
生

後
漢
の
流
民
と
郷
里
制
の
崩
援

貨
幣
経
済
の
衰
退

結
語
に
か
え
て

周
知
の
如
く
漢
代
に
は
、
算
賦
(
口
算
)
及
び
口
賦
(
口
銭
)
の
二

種
類
の
人
頭
税
が
あ
っ
た
。
算
賦
は
、
十
五
歳
以
上
五
十
六
歳
以
下

の
男
女
か
ら
、
毎
歳

一
人
あ
た
り
百
二
十
鏡
、
即
ち
一
算
の
課
徴
を

行
い
、
そ
れ
で
以
て
武
庫
の
兵
器
或
は
軍
事
用
の
車
馬
を
と
と
の
え

司
令
、

い
わ
ゆ
る
軍
事
費
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
算
賦

'L，' 

と

し

刀え

英

正

田

が
成
丁
に
課
せ
ら
れ
た
人
頭
税
で
あ
る
の
に
射
し
、
口
賦
は
未
成
丁

に
諜
せ
ら
れ
た
人
頭
税
で
、

そ
れ
は
七
歳
以
上
十
四
歳
以
下
の
未
成
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丁
の
男
女
よ
り
、
毎
歳
一
人
あ
た
り
二
十
三
銭
を
徴
収
し
、

う
ち
二

十
銭
は
天
子
の
奉
養
費
に、

残
り
の
三
銭
は
武
帝
以
後
、
車
騎
の
馬

を
補
う
費
用
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
算
賦
、

ロ
賦
と
呼
ば
れ
る
人
頭
税
は
、
前
漢
の

み
な
ら
ず
後
漢
時
代
に
も
縫
績
し
て
施
行
さ
れ
た
が
、
興
味
深
い
こ

ぞ
れ
が
後
漢
帝
園
没
落
の
寸
前
ま
で
徴
収
さ
れ
た
の
に
も
拘

と
は
、

ら
ず
、
帝
園
が
没
落
し
て
三
園
時
代
に
な
る
と
消
滅
し
、
以
後
あ
ら

た
に
戸
を
客
桂
と
し
た
課
税
方
法
||

そ
れ
は
均
田
制
に
よ
っ
て
代

表
さ
れ
る
課
税
方
法
で
あ
る
が
|

|
に出炭
化
し
て
来
る
事
寅
で
あ
る
。

思
う
に
、
賦
税
は
格
役
と
と
も
に
、

園
家
成
立
の
必
要
上
か
ら
園
民



に
課
せ
ら
れ
た
一
つ
の
大
き
な
義
務
で
あ
る
。
従
っ
て
、
賦
税
の
賓

馳
胞
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
そ
の
園
家
を
究
明
す
る
上
に
於
て
、

ま
た
必
須
の
篠
件
で
も
あ
る
。
漢
の
人
頭
税
も
こ
の
例
外
で
は
な
い
。

し
か
し
、
就
中
こ
の
税
制
が
、

漢
帝
園
の
没
落
と
運
命
を
共
に
し
て

い
る
事
賓
を
考
え
る
時
、
人
頭
税
の
賓
健
を
究
明
す
る
こ
と
は
、
秦

と
並
ん
で
中
闘
史
上
最
初
の
統
一
園
家
で
あ
る
漢
帝
園
の
歴
史
的
性

格
を
、

一
層
明
確
な
ら
し
む
る

一
つ

の
手
掛
り
を
得
る
も
の
と
云
え

る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
意
味
か
ら
本
稿
で
は
、
算
賦
を
中
心
に
漢
代

人
頭
税
の
退
化
し
、
崩
壊
し
て
い
く
過
程
を
考
察
し
、
併
せ
て
漢
帝

園
の
歴
史
的
性
格
の
一
端
に
燭
れ
ん
と
試
み
た
も
の
で
、
そ
の
貼
多

少
な
り
と
も
得
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
ま
た
筆
者
の
幸
と
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

向
、
卒
中
苓
次
氏
は

『
居
延
漢
簡
と
漢
代
の
財
産
税
』
に
於
て
、

従
来
、
漢
代
成
丁
の
人
頭
税
の
名
稿
と
し
て
使
用
さ
れ
て
来
た
算
賦

は
、
人
頭
税
の
み
な
ら
ず
財
産
税
(
賞
算
)
も
含
む
も
の
で
あ
る
と

い
う
有
力
な
意
見
を
提
示
し
た
。
し
か
し
、
算
賦
が
賞
算
を
含
め
て

向
日
算
を
意
味
す
る
以
上
、
算
賦
を
従
来
通
り
成
丁
の
人
頭
税
の
名

総
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
も
の
と
思
う
。
本
稿
で
使
用
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す
る
算
賦
は
、
全
て
人
頭
税
の
調
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
記
し
て
諒

解
を
得
て
お
き
た
い
。

人
頭
税
は
如
何
に
し
て
徴
収
さ
れ
た
か
。
先
ず
順
序
と
し
て
、
そ

の
徴
収
の
手
績
か
ら
考
え
る
。

漢
書
百
官
公
卿
表
、
績
漢
書
百
官
志
に
よ
れ
ば
、
徴
税
の
任
に
蛍

っ
た
の
は
、
郷
の
有
秩
、
車
問
夫
及
び
そ
の
属
僚
で
あ
る
、
郷
佐
で
あ

つ
わ
。
し
か
し
、
初
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
算
賦
は
十
五
歳
か
ら

五
十
六
歳
ま
で
の
男
女
成
丁
を
、

口
賦
は
七
歳
か
ら
十
四
歳
ま
で
の
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未
成
了
を
各
々
針
象
と
し
た
人
頭
税
で
あ
る
以
上
、
徴
税
に
先
立
ち
、

先
ず
課
税
の
針
象
と
な
る
適
齢
者
の
調
査
、
い
わ
ゆ
る
戸
口
調
査
を

行
う
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
漢
代
の
戸
口
調
査

は
、
案
比
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
案
比
と
は
毎
年
仲
秋
の
八
月
に
行
わ

れ
た
「
案
戸
比
民
」
の
こ
と
で
、
そ
の
賓
際
は
、
年
齢
な
ど
の
ご
ま

か
し
を
防
ぐ
た
め
に
、
地
方
官
吏
(
豚
・
郷
の
吏
)
が
一
々
首
貧
検

を
行
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

Q

そ
し
て
、
周
蔵
小
司
徒
の
「
及
三
年
則

大
比
。
大
比
則
受
邦
園
之
比
要
」
の
賀
公
彦
の
疏
に

漢
時
。
八
月
案
比
。
而
造
籍
書
。

と
あ
る
よ
う
に
、
案
比
の
結
果
、
人
民
は
名
籍
(
戸
籍
)

の
上
に
登
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載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
漢
書
巻

一
下
高
帝
紀
五
年
五
月
(
前
二

O
二
)

の
詔
に
よ
る
と

不
書
名
敏
。
酬
前
日
一
V
M
今
天
下
己
定
。

令
各
蹄
其
間
柄
。
復
故
爵
回
宅
。
吏
以
文
法
教
訓
排
告
。
勿
答
厚。

民
前
或
相
緊
保
山
津
。

と
あ
り
、
故
郷
を
離
れ
、
名
籍
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
避
難
民
の
整

理
を
命
じ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
に
、
漢
の
案
比
は
、
高
祖
の
天

下
統
一
と
同
時
に
、
賢
施
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
案
比

1
1
1
名
籍
に
も
と
づ
い
て
揺
役

・
成
役
の
徴
用
な
ど
と
と
も
に
、
ま

た
人
頭
税
が
課
徴
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
後
漢
書
一

O
后
紀
の
序
に

漢
法
。
常
因
八
月
算
人
。

と
あ
り
、
李
賢
は
こ
れ
に
注
し
て

漠
儀
注
目
。
八
月
初
矯
算
賦
。
故
日
算
人
。

と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

「算
人
L

で
あ
る
が
、
こ
の
解
樟
に

か
ぞ

は
問
題
が
あ
り
、
従
来
は
「
人
を
算
え
る
」
の
意
味
に
と
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
、

こ
れ
は

「
人
を
算
え
る
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
卒
中

苓
次
氏
の
説
く
よ
う
に
「
人
に
算
す
る
」
の
意
司
、
毎
年
八
月
に
案

比
し
て
戸
口
を
調
べ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
名
籍
に
照
し
て

「
適
齢
者
に
算
賦
を
課
し
た
」
と
い
う
の
が
適
切
な
解
線
で
あ
ろ
う
。

で
は
、

一
櫨
漢
の
名
籍
と
郷
里
制
と
は
、

ど
の
よ
う
な
閥
係
に
あ

っ
た
の
か
。
こ
の
貼
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
近
年
、

日
比
野
丈
夫
、
宮
崎
市
定
の
雨
氏
が
注
目
す
べ
き

見
解
を
護
表
し
て
い
る
。
先
ず
日
比
野
氏
は

『
郷
亭
皇
に
つ
い
V

て
の

研
究
』

(
東
洋
史
研
究

一
四
の
一
・
一
一
)
に
於
て
、
居
延
漢
筒
研
究

の
成
果
に
も
と
づ
き
、
嘗
時
の
名
籍
は

「名
勝
欝
里
」
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
行
政
単
位
と
し
て
は
必
ず
里
を
記
入
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

里
は
漢
代
の
地
方
制
度
の
一
連
と
し
て
み
る
か
ぎ
り
人

こ
と
か
ら
、

借
用
的
に
編
成
さ
れ
た
あ
る
戸
数
の
組
み
合
せ
で
あ
っ
た
と
し
、
皇
は

戸
籍
、
亭
部
は
地
籍
編
成
の
単
位
で
、
い
く
つ
か
の
亭
部
が
集
っ
て

郷
を
な
し
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
人
戸
が
適
宜
に
分
け
ら
れ
て
里
と

- 52ー

な
っ
た
と
推
測
し
た
。
こ
の
日
比
野
氏
の
読
を
更
に
護
展
さ
せ
た
の

が
、
宮
崎
氏
の
『
中
園
に
お
け
る
緊
落
形
態
の
襲
遷
に
つ
い
て
||

邑

・
園
と
郷

・
亭
と
村
と
に
劃
す
る
考
察
』
(
大
谷
史
皐
六
)
で
あ

る
。
氏
は
、
中
園
古
代
は
都
市
園
家
で
あ
っ
た
と
い
う
前
提
か
ら
出

護
し
、
臨

・
郷
・

亭

・
緊
と
い
わ
れ
る
も
の
も
こ
の
都
市
園
家
の
系

統
を
ひ
く
も
の
で
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
大
小
の
城
郭
を
も
っ
た
同

性
質
の
緊
落
で
あ
る
と
考
え
、

里
は
そ
れ
ら
城
郭
を
も

そ
の
場
合
、

っ
た
緊
落
中
に
あ
る
民
居
の
匡
劃
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
二
つ
の
論

考
は
、

里
を
以
て
自
然
緊
落
と
す
る
従
来
の
遁
設
を
否
定
し
た
貼
注
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目
さ
れ
る
が
、
同
時
に
漢
代
郷
里
制
の
解
穆
と
し
て
、
受
賞
な
設
と

考
え
る
。
こ
れ
ら
を
綜
合
す
る
に
、
漢
の
褒
落
は
大
小
の
城
郭
に
園

ま
れ
で
お
り
、
人
民
は
こ
の
城
内
の
匡
劃
さ
れ
た
里
に
従
っ
て
居
住

し
て
い
た
。
ま
た
、

星
に
は
里
魁
、

里
正
、
父
老
と
い
っ
た
、

わ

ば
皇
の
代
表
者
が
存
在
し
た
。
彼
ら
は
里
を
主
宰
し
、

里
民
の
指
導

に
嘗
る
こ
と
を
主
と
し
た
が
、
同
時
に
毎
年
八
月
の
案
比
の
時
、
地

方
官
が
戸
口
調
査
を
行
っ
て
名
籍
を
作
成
し
た
り
、
或
は
賦
税
を
徴

収
す
る
場
合
に
於
て
も
、

里
の
内
部
事
情
に
明
る
い
彼
ら
が
立
禽
い
、

協
力
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
漢
の
名
籍
に
つ
い
て
、
前
記
日

比
野
氏
の
次
の
よ
う
な
護
言
が
あ
る
。
即
ち
「
名
籍
は
算
賦
(
人
頭

税
一
般
)
徴
収
の
も
と
で
あ
っ
て
、

田
租
徴
収
の
資
料
で
は
な
か
っ

た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
名
籍
が
人
頭
税
徴

収
の
蓋
帳
で
あ
る
以
上
、
何
人
も
こ
れ
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
人
も
い
ず
れ
か
の
里
に
属
す
べ
き

で
あ
っ
て
、
そ
の
も
の
が
不
動
産
を
所
有
し
て
い
る
か
い
な
い
か
は

問
題
に
な
ら
な
い
」
と
。
こ
の
よ
う
に
漢
の
名
籍
が
地
籍
と
蓋
帳
を

異
に
し
、
専
ら
人
頭
税
徴
収
の
蓋
帳
で
あ
っ
た
と
い
う
事
賓
は
、
特

に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
漢
の
名
籍
は
、
戸
籍
の
ほ
か
に
戸
版
と
か
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名
数
、
或
は
単
に
数
と
い
っ
た
言
葉
で
呼
ば
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、

漢
書
巻
八
一
孔
光
俸
に

元
帝
即
位
。
徴
〔
孔
〕
覇
。
以
師
賜
欝
閥
内
侯
。
食
邑
八
百
戸

0

・

・
加
賜
黄
金
二
百
斤
。
第
一
臣
。
徒
名
数
子
長
安
。
側
一
町
駅
V
W咽

と
あ
る
ほ
か
、
ま
た
漢
書
巻
一

O
O上
班
固
の
叙
俸
に
租
宗
班
況
の

こ
と
を
-
記
し
て
、

成
帝
之
初
。
:
:
:
〔
況
〕
致
仕
就
第
。
貨
累
千
金
。
徒
昌
陵
。
昌
陵

後
罷
。
大
臣
名
家
。
皆
占
数
子
長
安
。
棚
訪
日

yh白
一
軒
F制
一
噌

と
あ
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
例
で
も
わ
か
る
よ

う
に
、

し
も
庶
民
は
勿
論
の
こ
と
、

か
み
は
関
内
侯
、
大
臣
と
い
っ

- 53ー

た
高
位
高
官
の
も
の
ま
で
も
全
て
名
籍
に
登
載
さ
れ
て
い
た
。
そ
し

て
、
こ
の
名
籍
に
登
載
さ
れ
て
い
る
以
上
、
彼
ら
と
い
え
ど
も
人
頭

税
の
課
徴
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
こ
と
は
、

日
比
野
氏

の
読
く
通
り
で
あ
る
。
漢
代
の
民
が
「
編
戸
の
民
」
或
は

「編
戸
の

湾
民
」
と
呼
ば
れ
、
漢
代
、
特
に
前
漢
の
戸
口
統
計
が
信
用
の
お
け

る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
も
、

お
の
ず
と
明
ら
か
で
あ
ろ

、「ノ。
漢
の
郷
里
制
と
名
籍
と
は
、
人
頭
税
徴
収
の
上
に
於
て
不
可
分
の

保
件
で
あ
っ
た
。
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前
節
に
於
て
人
頭
税
徴
収
の
手
績
の
概
略
を
述
べ
て
来
た
が
、

は、

こ
の
人
頭
税
が
質
際
に
課
徴
さ
れ
る
人
民
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
興
え
た
の
か
、
次
に
嘗
時
、
人
口
の
大
多
数
を
占
め
る
農
民
の
生

活
か
ら
そ
の
貼
を
考
え
て
み
た
い
。

先
ず
、
算
賦
一
算
百
二
十
銭
と
い
う
金
額
で
あ
る
が
、
漢
代
の
穀

一
一桝の
卒
債
を
限
り
に
七
十
銭
と
す
る
と
、

一
算
の
徴
収
額
は
穀
に

換
算
し
て
約
一

・
七
斜
。
嘗
時
丁
男
一
人
一
月
の
食
糧
は
約
三
凡
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
ま
た
丁
男
一
人
の
約
牢
月
強
の
食
糧
に
相
嘗
す

る
。
こ
の
計
算
の
上
か
ら
の
み
見
る
に
、
人
頭
税
の
徴
収
額
は
決
し

て
高
く
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
数
字
は
、
穀
一
一
桝
の
債
格
を
七
十
銭
と
し
て
計
算
し
た
も
の
で

あ
る
。
漢
の
穀
債
は
非
常
に
獲
動
が
激
し
く
、
水
早
な
ど
に
よ
る
凶

作
の
年
に
は
一
餅
数
百
、
数
千
、
更
に
は
省
内
銭
と
い
っ
た
騰
阜
県
を
示

凶

す
一
方
、
逆
に
盟
作
の
年
に
は
数
十
鏡
、
宣
帝
即
位
の
年
な
ど
は
一

餅
五
銭
と
い
っ
た
場
合
も
あ
っ
ゎ
。
凶
作
の
時
は
、
穀
慣
に
比
較
し

て
、
算
賦
一
算
の
金
績
は
非
常
に
安
，い
と
い
う
印
象
を
う
け
る
が
、

し
か
し
、
農
民
自
身
の
食
糧
に
さ
え
も
事
欠
き
、
時
に
は
餓
死
す
る

と
い
っ
た
状
態
で
あ
れ
尚
、
貴
重
な
食
糧
を
買
っ
て
人
頭
税
の
支
梯

を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
で
は
逆
に
、

盟
作

で

な
ど
に
よ
っ
て
穀
債
が
下
落
し
た
時
は
ど
う
か
。
い
ま
回
収
り
に
一
一
斜

の
債
を
十
銭
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、

一
算
の
金
額
は

穀
に
換
算
し
て
十
二
斜
、
即
ち
丁
男

一
人
の
四
月
分
の
A
良
糧
に
相
嘗

す
る
。
嘗
時
豊
作
と
い
っ
て
も
、
今
日
に
く
ら
べ
て
農
業
技
術
の
幼

稚
な
時
代
で
あ
れ
ば
、
卒
年
作
を
多
少
上
回
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
、

一
人
四
月
分
の
主
食
費
に
相

嘗
す
る
人
頭
税
を
納
め
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ま
た
人
頭
税
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が
銭
納
制
で
あ
る
以
上
、
穀
物
で
納
入
す
る
こ
と
も
出
来
ず
、
穀
物

を
買
っ
て
金
に
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
盟
作
で
あ
れ
ば

買
手
も
な
く
、
そ
れ
を
無
理
に
も
買
っ
て
金
に
か
え
よ
う
と
す
れ
ば
、

買
手
は
嘗
然
、
値
切
れ
る
だ
け
値
切
り
、
そ
の
結
果
、
賓
際
に
農
民

の
受
取
る
金
は
蛍
時
の
下
落
し
た
穀
債
を
更
に
大
き
く
下
回
っ
た
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
容
易
に
想
像
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
な
れ

ば
、
四
月
分
は
お
ろ
か
、
現
賓
に
は
五
月
分
、
六
月
分
の
主
食
費
に

も
相
嘗
す
る
結
果
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
く
ら
豊
作
と
は
い
え
、

こ
れ
は
や
は
り
大
き
な
負
権
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
大
盟
作
で
一

餅
五
銭
に
ま
で
穀
債
が
下
落
し
た
と
俸
え
ら
れ
る
、
先
の
宣
帝
即
位
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の
年
(
前
七
四
)

た
と
え
ば
漢
書
巻
七
昭
帝
紀
・

の
前
後
の
こ
と
、

元
鳳
六
年
夏
(
前
七
五
)
の
詔
山
に

夫
穀
賎
傷
農
。
今
三
輔
太
常
穀
減
賎
。
其
令
以
叔
粟
嘗
今
年
賦
。

師
古
田
。
鵬
畑
多
而
銭

少
。
是
骨
周
傷
也
。

と
あ
り
、
穀
債
の
下
落
に
よ
り
農
民
の
貨
幣
収
入
が
少
い
た
め
、
嘗

年
の
賦
ー

I
人
頭
税
も
含
む
銭
納
税
一
般
ー
ー
ー
に
限
り
特
別
に
叔
粟

闘

で
以
て
賦
銭
に
代
納
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
い
る
ほ
か
、
ま
た
漢
書

品
位

λ
宣
帝
紀
・
甘
露
二
年
正
月
(
前
五
二
)
の
詔
に

鳳
皇
甘
露
降
集
。
黄
龍
登
輿
。
:
:
:
威
受
禎
群
。
其
赦
天
下
。
減

民
算
三
十
。
側
一
昨
ヨ
ド
ト
官

と
言
い
、
算
賦
一
算
に
つ
き
三
十
鎮
の
減
税
が
行
わ
れ
て
い
る
の
も
、

恐
ら
く
以
上
の
よ
う
な
事
情
に
劃
す
る
一
種
の
針
策
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
漢
代
、
貨
幣
で
納
め
る
税
制
に
は
、
算
賦
・
口
賦
な
ど
の

人
頭
税
以
外
に
更
賦
或
は
賀
算
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を

帥
山

総
稽
し
て
賦
欽
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
支

排
に
醸
ず
る
た
め
に
、
貧
し
い
者
は
日
用
生
活
の
必
需
品
で
あ
る
衣

服
、
履
物
、
鍋
釜
類
は
勿
論
の
こ
L
H、
文
帝
の
時
(
前
一
七
九
l
前
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の
晃
錯
の
上
言
(
漢
書
巻
二
十
四
上
金
貨
志
)
に

ω
 

念
政
暴
虐
。
賦
数
不
時
。
朝
令
暮
嘗
具
。
有
者
学
曹
而
貰
。
亡
者

一
五
七
)

取
倍
稿
之
息
。
於
是
有
賀
回
宅
。
君
子
孫
。
以
償
責
者
失
。

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
最
後
の
財
産
で
あ
る
、土
地
更
に
は
子
供
ま

で
も
買
っ
た
り
、

入
賞
し
た
り
し
て
金
に
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
ー

極
端
な
例
で
は
、
こ
れ
を
逃
れ
る
た
め
に
子
供
を
殺
す
と
い
っ
た
こ

と
も
行
わ
れ
て
い
向
。
こ
れ
よ
り
し
て
も
結
局
、
凶
作
、
豊
作
の
加

何
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
頭
税
も
含
め
た
漢
代
の
銭
納
税
は
、
農
民
に

仰

と
っ
て
寅
に
大
き
な
負
携
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

土
地
は
彼
ら
農
民
の
唯
一
最
後
の
財
産
で
あ
り
、

い
わ
ば
生
命
で

も
あ
る
。
し
か
し
、
晃
錯
の
一
言
葉
に
も
あ
る
よ
う
に
、
賦
放
に
醸
ず

-55ー

る
た
め
に
こ
れ
を
手
放
す
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
の
生
活
手
段
を
放

棄
し
た
に
も
等
し
い
。
で
は
、
こ
れ
ら
無
一
文
に
な
っ
た
農
民
は
一

桂
ど
う
な
る
の
か
。
ぞ
れ
は
先
ず
、
故
郷
を
離
れ
食
を
求
め
て
他
郷

を
放
浪
す
る
流
民
の
コ
ー
ス
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
農
民
が
流
亡
す
る
の
は
、
何
も
賦
数
の
負
携
の
み
が
原

因
で
は
な
か
っ
た
。
前
漢
末
の
人
、
組
宣
は
、
農
民
が
流
離
す
る
原

因
と
し
て
水
早
な
ど
の
天
災
に
よ
る
飢
僅
、
苛
酷
な
賦
税
の
取
立
て
、

貧
吏
の
搾
取
、
豪
強
大
姓
の
兼
併
、
各
役
の
煩
重
、
内
凱
或
は
兵
媛
、

そ
し
て
盗
賊
の
略
奪
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
農

民
の
流
亡
に
関
係
す
る
も
の
ば
か
り
で
、

そ
の
質
例
は
史
書
に
多
く
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あ
ら
わ
れ
て
来
る
が
、

し
か
し
こ
の
中
に
も
、
租
税
賦
倣
の
負
擦
が

そ
の
一
因
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は

や
は
り
見
逃
し
難
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
盟
鍛
論
巻
七
執
務
篇
の
賢
良
の
言
に

賦
礼
服
省
而
農
不
失
時
。
則
百
姓
足
。
流
入
締
其
田
塁
。

と
い
っ
た
謹
言
も
出
て
来
る
の
で
あ
る
。

四

農
民
の
流
亡
は
前
漢
以
来
し
ば
し
ば
史
書
に
見
え
る
が
、
特
に
後

漢
に
な
る
と
一
層
願
著
に
な
り
、

そ
の
記
事
は
枚
撃
に
い
と
ま
な
い
。

で
は
更
に
、

か
か
る
流
民
の
状
況
を
人
口
推
移
の
面
か
ら
考
察
し
て

み
よ
う
。

前
漢
の
戸
口
統
計
で
今
日
残
っ
て
い
る
の
は
卒
帝
元
始
二
年
の
も

の
だ
け
で
あ
る
が
、
後
漢
に
な
る
と
数
回
に
亘
る
統
計
が
残
っ
て
い

る
。
今
そ
れ
ら
を
表
に
す
る
と
、
下
の
遁
り
で
あ
針
。

卒
帝
以
前
の
統
計
が
な
い
た
め
、
前
漢
の
人
口
推
移
は
不
明
で
あ

る
が
、
し
か
し
或
る
程
度
こ
れ
を
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

即
ち漢

輿
。
:
:
:
時
大
城
名
都
。
民
人
散
亡
。
戸
口
可
得
而
徴
。
裁
什

二
三
。
:
:
:
逮
文
景
四
五
世
間
。
流
民
既
障
問
。
戸
口
亦
息
。

桓質帝 1中順安和 章明 光卒 帝
帝 帝永帝帝帝帝帝武帝 帝
永本 建延元章永 元 王
蕎初嘉康光 興 和 卒 中 始
二元元元四 元 二 一 元 二 年
年年年年年年年八二年

年年 紀

西

一一一一一一
豆プ王て フZ可E ヨZ三9 IZ区Eヨ ニヨエ三 ζヨコ王 ノ/11 4EEご ヨ4三コ 二二 紀
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(
漢
書
巻
一
六
高
葱
高
后
文
功
臣
表
)

孝
昭
。
:
:
:
承
孝
武
脊
修
品
開
敵
師
旗
之
後
。
海
内
虚
耗
。
戸
口
減

牢
。
〔
塞
〕
光
知
時
務
之
要
。
軽
怒
薄
賦
。
輿
民
休
息
。
至
始
元
元

鳳
之
問
。
勾
奴
和
親
。
百
姓
充
賓
。

(
同
書
巻
七
昭
帝
紀
賛
)

至
孝
宣
。
:
:
:
輿
子
間
閤
。
:
:
:
属
精
爵
治
。
:
:
:
稿
中
輿
駕
。

(
同
書
巻
八
九
循
吏
博
序
)

と
あ
り
、
更
に
哀
帝
卒
帝
の
時
の
こ
と
を
述
べ
て

百
姓
替
富
。
雄
不
及
文
景
。
然
天
下
戸
口
最
盛
笑
。

(
同
書
巻
二

十
四
上
食
貨
志
)



と
あ
る
。
こ
れ
よ
り
見
る
に
、
前
漢
時
代
の
口
数
は
武
帝
の
時
、

時
的
な
減
少
は
あ
っ
て
も
、
以
後
は
漸
次
増
加
し
た
も
の
と
考
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
前
漢
末
、
卒
帝
の
時
の
口
数
に
劃
し
、
光
武
帝

の
そ
れ
は
約
H
¥
ω

に
激
減
し
て
い
る
。
し
か
し
、
章
帝
和
帝
の
頃
に

な
る
と
大
陸
回
復
し
て
来
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
賓
在
人

口
の
減
少
と
い
う
よ
り
も
、

る
戸
口
調
査
の
不
徹
底
が
、
そ
の
主
な
原
因
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

む
し
ろ
前
漢
末
、
避
難
民
の
増
加
に
よ

後
漢
の
統
計
を
見
る
に
、
和
帝
の
時
を
境
と
し
て
そ
れ
以
前
は
増
加

一
方
そ
れ
以
後
は
停
滞
乃
至
は
や
や
減
少
の
傾
向
を
示
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
後
漢
で
最
も
多
い
和
帝
の
時
で
さ
え
、
前
漢
の
口
数

しに
比
較
す
る
と
約
一
割
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。
漢
代
の
戸
口
調
査

は
、
人
頭
税
徴
収
の
必
要
上
、
巌
重
に
行
わ
れ
た
答
で
あ
る
。
し
か

る
に
、
後
漢
書
巻
四
和
鶴
帝
紀
・
晴
樹
帝
延
卒
元
年
七
月
(
一

O
六
)

の
訪
問
に

問
者
郡
園
或
有
水
災
。
妨
害
秋
稼
。
朝
廷
惟
答
。
憂
悔
悼
懐
。
而

郡
園
欲
獲
豊
穣
虚
飾
之
島
官
。
逮
覆
蔽
災
害
。
多
張
墾
因
。
不
端
流

亡
。
競
増
戸
口
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
後
漢
も
中
期
以
降
に
な
る
と
、
綱
紀
の
弛
緩
と
と

凶

も
に
地
方
官
吏
の
虚
構
も
加
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
中
期
以
後

の
統
計
に
見
え
る
口
敏
は
、
賓
際
よ
り
も
多
か
っ
た
こ
と
を
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
、
和
帝
以
後
の
口
数
が
統
計
の
上
で
停
滞
乃

至
は
や
や
減
少
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
貨
に
帝
園
が
把
握
し

得
た
人
口
は
む
し
ろ
減
少
の
一
途
を
辿
っ
た
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、

い
ま
ま
で
見
て
来
た
爾
漢
の
人
口
推
移
か
ら
し
て
、
凡

そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
前
漢
の
人
口

は
一
時
的
な
減
少
が
あ
っ
て
漸
次
増
加
の
傾
向
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
以
上
、

た
と
え
前
漢
時
代
に
流
民
が
袈
生
し
て
も
、

彼
ら
は
ま
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だ
、
か
な
り
安
定
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、

た
と

え
ば
天
災
・
飢
鍾
・
兵
第
な
ど
の
た
め
に
、
流
民
と
な
っ
て
郷
里
を

離
れ
た
者
の
場
合
に
し
て
も
、

そ
れ
が
落
着
け
ば
再
び
も
と
の
郷
里

に
踊
っ
て
来
る
可
能
性
の
あ
る
者
が
、
ま
だ
か
な
り
多
か
っ
た
と
思

わ
れ
る。

し
か
し
、
そ
れ
が
後
漢
に
な
る
と
一
時
的
で
は
な
く
、
永

久
的
に
郷
里
を
放
棄
す
る
こ
と
に
、
大
き
な
特
徴
が
あ
っ
た
。
た
と

え
ば
、
岡
崎
文
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
前
漢
時
代
に
中
園
南
部

(漢
水
・

揚
子
江
流
域
)
と
北
部
(
黄
河
・
堆
水
流
域
)
と
の
人
口
比
率
が

一
割

五
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、
後
漢
に
な
る
と
こ
れ
が
一
針
二
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
後
漢
時
代
、
大
量
の
人
口
が
南
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方
に
移
動
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
か
ら
見
て
も
、
後
漢
の
流
民
が
決
し

て
一
時
的
に
郷
里
を
去
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

で
は
、
後
漢
の
流
民
が
再
び
自
己
の
郷
里
に
蹄
る
こ
と
を
望
ま
ず
、

永
久
に
郷
星
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
原
因
は
何
か
。
そ
れ
に

は
、
い
ろ
い
ろ
と
多
く
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え

ば
、
後
漢
時
代
願
著
に
な
っ
て
来
る
北
方
異
民
族
の
侵
入
、
内
観
な

ど
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
そ
れ
を
人
頭
税
と
の
関
連

に
於
て
考
え
る
な
ら
ば
、
人
頭
税
の
課
徴
が
ま
た
、

そ
の
大
き
な
原

因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
前
漠
以
来
、
人
頭
税
が

農
民
の
大
き
な
負
携
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、

一
般
農
民

は
勿
論
の
こ
と
、

た
と
え
ば
彼
ら
が
土
地
を
失
い
、
豪
族
大
地
主
の

土
地
を
耕
す
小
作
人
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
が
自
己
の
郷
里
に

残
留
し
て
い
る
以
上
、
人
頭
税
は
徴
収
さ
れ
た
。
何
故
な
れ
ば
、
漢

代
の
里
の
制
度
は
、
本
人
が
不
動
産
を
所
有
し
て
い
る
か
い
な
い
か

は
、
全
く
問
題
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
向
。
即
ち
、
観
り
に
農
民

が
土
地
を
失
っ
て
小
作
人
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
が
皇
の
組
織

で
把
揮
さ
れ
て
い
る
限
り
、
人
頭
税
を
逃
れ
る
理
由
は
何
も
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
前
漢
以
来
こ
の
よ
う
に
巌
し
く
取
立
て
ら
れ
て
来

た
人
頭
税
で
あ
っ
た
が
、
前
漢
で
は
ま
だ
、
減
兎
さ
れ
る
こ
と
も
し
・

田
租
の
減
兎
に
比
較

しば
てし
人ば
頭あ
税つ
のた
そ
れと
はこ

ろ
非 が
常 後
に漢
少に
し、ωな
。 る

とい
や
少
い
ど
こ
ろ
か
、
後

漢
も
中
期
以
降
に
な
る
と
政
治
は
腐
敗
し

地
方
官
吏
は
自
己
の
賓

績
を
あ
げ
ん
が
た
め
に
凶
年
で
も
盟
年
と
偽
稽
し
、
更
に
は
不
正
に

聞

墾
田

・
戸
口
を
増
加
し
て
虚
偽
の
報
告
を
な
し
、
そ
の
埋
合
わ
せ
と

し
て
農
民
に
定
額
以
上
の
苛
酷
な
課
税
を
強
制
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
、

た
と
え
ば
順
帝
か
ら
桓
帝
に
至
る
問
、
外
戚
と
し
て

専
横
の
か
ぎ
り
を
悲
し
た
梁
翼
に
針
し
、
彼
を
練
め
た
朱
穆
の
言
葉
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(
後
漢
書
巻
七
三
本
俸
)

に

京
師
諸
官
。
費
用
増
多
。
詔
書
護
調
。
或
至
十
倍
。
各
言
官
無
見

財
。
皆
嘗
出
民
。
携
掠
割
剥
。
張
令
充
足
。
公
賦
既
重
。
私
数
文

深
。
牧
守
長
吏
。
多
非
徳
選
。
貧
爽
無
厭
。
遇
人
如
虜
。
或
絶
命

於
筆
楚
之
下
。
或
自
賊
於
迫
切
之
求
。
又
掠
奪
百
姓
。
皆
託
之
骨
骨

府
と
あ
る
ほ
か
、
順
帝
に
封
す
る
左
雄
の
上
疏
の
一
節
(
同
書
巻
九

本
体
)
に
も

現
民
如
冠
響
。
税
之
如
材
虎
。

と
、
嘗
時
の
官
吏
を
評
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
一出



来
る
。
か
か
る
官
吏
の
苛
数
議
求
は
、
そ
の
ま
ま
農
民
の
上
に
大
き

な
座
力
と
な
っ
て
の
し
か
か
り
、
彼
ら
の
経
済
的
負
携
、
更
に
は
貧

困、

没
落
を
ま
す
ま
す
増
大
せ
し
め
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
し
か
じ
、

こ
れ
は
何
も
ひ
と
り
農
民
ば
か
り
に
加
之
ら
れ
た
摩
迫
で
は
な
か
っ

た
。
た
と
之
ば
二
世
紀
前
牢
の
人
、

王
符
の
潜
夫
論
巻
五
賞
過
篇
に

よ
れ
ば
、
嘗
時
の
外
征
に
よ
る
出
費
の
塘
加
を
述
べ
た
中
に

放
散
銭
穀
。
嘩
泰
府
庫
。
乃
復
従
民
懐
貸
。
彊
奪
財
貨
。
千
高
之

家
。
制
身
無
除
。
高
民
匿
唱
。
因
随
以
死
亡
者
。
皆
吏
所
餓
殺
也
。

と
言
い
、
政
府
の
財
貨
強
奪
の
前
に
は
、
千
寓
の
財
産
を
有
す
る
富

裕
な
民
と
い
え
ど
も
、
忽
ち
に
し
て
破
産
す
る
と
い

っ
た
有
様
で
あ

っ
た
こ
と
を
俸
え
て
い
る
。
彼
ら
に
し
て
既
に
、
こ
の
よ
う
な
朕
態

で
あ
れ
ば
、
零
細
な
農
民
の
負
携
た
る
や
、
ま
さ
に
想
像
に
繰
り
あ

る
も
の
が
あ
る
。
ま
し
て
、
人
頭
税
が
、
農
民
の
最
も
不
利
と
す
る

銭
納
税
で
あ
れ
ば
、
尚
更
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
農
民
じ
と
っ
て
、

こ
の
歴
迫
を
兎
れ
る
た
め
に
は
、
奴
隷
(
奴
稗
)
と
な
っ
て
豪
族
大

ω
 

地
主
に
隷
属
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
自
己
の
郷
里
を
棄
て
て
他
郷

へ
と
逃
亡
す
る
か
、
こ
の
二
つ
よ
り
以
外
に、

方
法
は
な
か

っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
奴
隷
と
な
る
の
を
嫌
っ
て
彼
ら
が
逃
亡
を
始
め
る
の
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は
勿
，論
の
こ
と
、
ま
た
同
じ
奴
隷
に
な
る
に
し
て
も
、
借
金
な
ど
の

負
擦
を
そ
の
ま
ま
に
自
己
の
故
郷
で
賎
し
い
身
分
に
代
る
よ
り
は
、

む
し
ろ
見
知
ら
ぬ
他
郷
で
生
き
る
こ
と
に
、
ま
だ
し
も
一
抹
の
希
望

を
抱
い
た
も
の
に
違
い
な
い
。
後
漢
時
代
の
流
民
が
、
永
久
に
郷
里

を
放
棄
し
て
南
下
し
で
い
っ
た
原
因
の
一
つ
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
と

田山、っ
。

」
れ
ら
郷
里
を
棄
て
た
流
民
の
行
方
は
、

た
と
え
ば
潜
夫
論
巻

浮
修
篇
に

今
奉
世
舎
島
民
桑
。
趨
商
買
。
牛
馬
車
輿
。
填
塞
道
路
。
務
手
潟
巧。

充
畳
都
邑
。
治
本
者
少
。
浮
A
民
者
衆
。

:
:
:
今
察
洛
陽
。
浮
末
者
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什
於
農
夫
。
虚
偽
瀞
手
者
什
於
浮
末。

:
:
:
天
下
百
郡
千
勝
。

市

邑
寓
致
。
類
皆
如
此
。

と
あ
る
よ
う
に
、
都
市
に
集
っ
て
遊
民
と
な
り
、
ま
た
中
仁
は
盗
賊

凶

と
な
る
者
も
あ
っ
た
が
、
大
部
分
は
豪
族
大
地
主
の
下
に
吸
収
さ
れ

て
い
っ
た
。

後
漢
書
の
中
に
奴
隷
、

小
作
人
の
記

こ
の
こ
と
は、

回

載
が
多
く
見
ら
れ
る
ほ
か
、
後
漢
末
の
人
で
あ
る
仲
長
統
が
、

昌
言

(
後
漢
書
巻
七
九
本
俸
所
引
)

の
中
で

漢
輿
以
来
。
相
輿
同
篤
編
戸
斉
民
。
而
以
財
力
相
君
長
者
。
世
無

数
駕。

:
:
:
豪
人
之
室
。
漣
棟
数
百
。
菅
田
浦
野
。
奴
蝉
千
輩
。

徒
附
蔦
計
。
船
事
官
版
。
周
於
四
方。
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と
言
い
、
大
土
地
所
有
と
農
民
の
奴
隷
・
小
作
化
が
大
規
模
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。

即
ち
、
前
漢
以
来
護
展
し
つ
つ
あ
っ
た
土
地
の
兼
併
と
農
民
の
奴
隷

j

小
作
化
の
傾
向
は
、
後
漢
未
に
な
る
と
、
既
に
普
遍
的
な
現
象
と

な
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
漢
中
期
以
降
の
人
口
の
減
少
は
、

こ
の
よ
う
な
豪
族
大
地
主
の
下
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
農
民
ー
ー
ー
園
家

の
権
力
の
及
ぶ
と
こ
ろ
を
離
れ
、

豪
族
大
地
主
の
勢
力
の
下
に
再
組

織
さ
れ
て
い
く
奴
隷
、
小
作
階
級
|

|
の
増
加
に
起
因
す
る
も
の
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
か
る
農
民
の
流
亡
、
設
落
は
、
帝
闘
の
政
治
的
、
経
済
的
基
礎

を
大
き
く
ゆ
さ
ぶ
り
、

ひ
い
て
は
帝
園
を
解
睦
に
導
く
危
険
を
苧
ん

だ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
中
央
で
も
、
何
と
か
し
て
彼
ら
を
園
家

権
力
の
下
に
把
握
し
て
お
こ
う
と
す
る
努
力
が
、

い
ろ
い
ろ
と
矯
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
災
害
に
遭
遇
し
た
民
の
田
租
を
減
兎
し
た

り
、
糧
食
を
賑
給
し
た
り
、
ま
た
貧
民

・
流
民
な
ど
に
田
苑
を
懐
輿

そ
れ
で
あ
る
。

し
て
農
業
生
産
に
従
事
せ
し
め
た
り
し
て
い
る
の
が
、

し
か
し
、
こ
の
ほ
か
に
、
民
或
は
流
民
に
欝
を
賜
う
こ
と
が
、
頻
繁

に
行
わ
れ
て
い

る
o
a
t
一
一
一
の
例
を
あ
げ
て
み
る
と
、
即
ち

建
初
四
年
四
月
。
立
皇
子
慶
篇
皇
太
子
。
賜
霞
。
人
二
級

0

・

民
無
名
数
及
流
人
欲
自
占
者
。
人
一
級
。
(
後
漢
書
巻
三
章
帝
紀
)

元
初
元
年
正
月
。
改
元
元
初
。
賜
民
団
酎
。
人
二
級
。
:
:
:
民
脱
無

名
数
及
流
民
欲
占
者
。
人
一
級
。

(
同
書
巻
五
安
帝
紀
)

永
建
四
年
正
月
。
帝
加
元
服
。
:
:
・賜
男
子
霞
。
及
流
民
欲
占
者
。

(
同
書
巻
六
順
帝
紀
)

人
一
級
。

陽
嘉
元
年
正
月
。
立
皇
后
梁
氏
。
賜
欝
。
人
二
級
。
:
:
:
民
無
名

数
及
流
民
欲
占
著
者
。
人
一
級
。

(
同
右
)

本
初
元
年
六
月
。
大
赦
天
下
。
賜
民
健
及
粟
白
m。
各
有
差
。

同

書
巻
六
質
帝
紀
)
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等
、
が
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
民
に
霞
を
賜
う
の
は

い
ず
れ
も
園
家
の
慶
事
の
場
合
に
於
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ

が
名
籍
(
戸
籍
)
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
流
民
を
も
劃
象
と
し
て
い

る
事
賞
を
考
え
る
時
、
民
に
震
を
賜
う
の
も

一
種
の
流
民
針
策
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
居
延
漢
簡
な
ど
の
例
か
ら
も
既

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
漢
代
の
名
籍
が

「名
勝
欝
里
L

と
い
わ
れ
、

有
霞
者
は
霞
と
と
も
に
行
政
単
位
と
し
て
必
ず
自
己
の
所
属
す
る
皇

を
記
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
名
籍
か
ら
脱
漏
し
て
い
る

流
民
に
霞
を
輿
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
を
或
る

一
定
の
地
の
名

籍
に
編
入
せ
し
め
よ
う
と
し
た
の
に
、

ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で



あ
る
。
即
ち
、
民
或
は
流
民
に
欝
を
賜
う
こ
と
は
、
郷
里
を
棄
て
て

ま
さ
に
逃
亡
せ
ん
と
す
る
農
民
、
或
は
現
に
名
籍
の
上
か
ら
脱
漏
し

て
い
る
流
民
な
ど
を
、
強
制
的
に
名
籍
の
上
に
留
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
彼
ら
の
流
亡
を
防
、
ぎ
、
あ
く
ま
で
も
編
戸
の
民
と
し
て
園
家
権
力

の
下
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
名
籍
に
登
載
さ
れ
た

以
上
、
彼
ら
は
人
頭
税
の
課
徴
を
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
が
彼
ら
の
負
措
で
あ
り
、
彼
ら
が
流
亡
す
る
大
き
な
原
因

の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
繰
返
す
ま
で
も
な
い
。
そ
の
た

め
、
農
民
は
ま
ず
ま
ず
他
郷
へ
と
流
亡
し
て
闘
家
権
力
か
ら
離
脱
す

る
こ
と
を
徐
儀
な
く
さ
れ
、
逆
に
豪
族
大
地
主
に
劃
す
る
隷
属
閥
係

を
よ
り
強
固
に
し
、
奴
隷
・
貧
農
小
作
民
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
賎
民
階

よ
り
康
範
閤
に
構
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う
、
悪
循
環
を
生
む

級
は
、

結
果
と
な
っ
た
。

一
方
で
は
園
家
権
力
の
下
に
把
握
し
よ
う
と
す
る

努
力
も
、
他
方
で
は
彼
ら
を

一
層
窮
地
に
追
込
み

ま
す
ま
す
園
家

権
力
か
ら
離
脱
せ
し
め
る
結
果
と
な
っ
た
か
か
る
政
策
的
矛
盾
は
、

そ
の
ま
ま
漢
代
人
頭
税
の
も
つ
矛
盾
で
も
あ
り
、

ひ
い
て
は
後
漢
帝

園
の
矛
盾
、
幾
質
で
も
あ
っ
た
。

か
く
し
て
農
民
が
流
亡
、
波
落
す
る
と
、
嘗
て
は
編
戸
の
民
と
し
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て
、
彼
ら
が
そ
の
一
員
と
な
っ
て
構
成
し
て
い
た
郷
塁
の
制
度
が
破

壊
さ
れ
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
こ

の
郷
里
制
が

破
壊
す
る
と
同
時
に
、

皇
を
単
位
と
し
て
名
籍
を
編
成
し
、
そ
れ
に

も
と
づ
い
て
徴
収
さ
れ
て
い
た
人
頭
税
の
制
度
も
ま
た
嘗
然
の
こ
と

な
が
ら
、
崩
壊
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

五

前
節
で
は
、
漢
代
人
頭
税
の
崩
壊
の
原
因
を
、
専
ら
郷
里
制
の
尉

壊
の
中
に
求
め
て
来
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
農
民
を
苦
し

め
た
人
頭
税
が
銭
納
税
で
あ
る
以
上
、
次
に
は
ど
う
し
て
も
嘗
時
の

- 61 -

貨
幣
経
済
の
面
か
ら
一
言
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

漢
の
貨
幣
は
初
期
に
於
て
は
撒
英
銭
(
高
租
)
、

八
銑
銭

(呂
后)、

四
銑
銭

(
文
帝
)
、
三
銑
銭
(
武
帝
建
元
元
年
)
な
ど
が
用
い
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
武
帝
の
元
狩
五
年

(前

一
一
八
)
に
五
銭
銭
が
鋳

造
さ
れ
る
に
及
び
、
以
後
一
時
王
葬
の
貨
幣
濫
造
が
あ
っ
た
ほ
か
、

前
後
漢
を
通
じ
て
、

五
銑
銭
が
標
準
貨
幣
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
こ
の
五
銑
銭
を
中
心
に
漢
代
の
貨
幣
経
済
が
展
開
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
後
の
政
治
、
経
済
、
社
舎
の
上
に
多
大

な
影
響
を
興
え
、

や
が
て
貨
幣
膿
止
論
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
て

来
る
。
た
と
え
ば
、

そ
の
は
し
り
と
し
て
、
早
く
も
前
漢
元
帝
の
時
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ω
 

(
前
四
八
|
前
三
三
)
、
貢
掲
の
腰
止
論
が
登
場
す
る
に
至
る
。
し
か

し
、
彼
の
主
張
|
|
こ
れ
は

「交
易
待
銭
。
布
用
不
可
尺
寸
分
裂
」

と
い
う
反
射
論
に
あ
っ
て
結
局
中
止
さ
れ
た
ー
ー
ー
は
、
主
と
し
て
貨

幣
経
済
の
進
展
に
伴
っ
て
困
音
楽
業
す
る
農
民
を

そ
の
経
済
的
負

機
か
ら
救
済
し
、
彼
ら
を
し
て
本
来
の
農
業
に
専
念
せ
し
め
ん
と
し

た
、
い
わ
ば
一
種
の
重
農
政
策
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
劃
し
て
後
漢
の
貨
幣
腰
止
論
に
な
る
と
、
貨
幣
の
数
量
も
し
く
は

貨
幣
債
値
の
観
恥
か
ら
、
主
と
し
て
そ
れ
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
来
る
。
即
ち
、
後
漢
書
巻
七
三
朱
陣
俸
に
よ
る
と
、
章
帝
の
元

和
年
間
(
八
四
|
八
六
)
、
穀
慣
が
高
く
、
閣
の
財
政
が
不
足
し
た
時

の
こ
と
、
備
蓄
張
林
が
上
書
し
て

穀
所
以
貴
。
由
銭
賎
故
也
。
可
壷
封
鎖
。

一
取
布
白
巾
矯
租
。
以
逼

天
下
之
用
。

ω
 

と
主
張
し
た
の
に
封
し
、
朱
陣
は
「
布
白
巾
矯
租
。
則
吏
多
姦
盗
」
と

言
っ
て
反
劃
し
、
途
に
こ
の
議
が
中
止
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

ま
た
同
書
巻
八
七
劉
陶
俸
に
は
、
桓
帝
の
時
(
一
四
六
l
一
六
七
)

人
以
貨
騒
銭
薄
。
故
致
貧
困
。
宜
改
鋳
大
銭
。

と
い
う
意
見
が
出
た
の
に
針
し

「
蛍
今
之
憂
。
不
在
於
貨
。
在
乎

民
飢
」
と
い
う
劉
陶
の
反
針
に
あ
っ
て
中
止
さ
れ
た
こ
と
が
出
て

い

る

と
こ
ろ
で
、
今
こ
の
後
漢
書
の
二
つ
の
記
載
を
見
る
に
、
後
漢
時

代
に
は
一
種
の
貨
幣
過
剰
と
で
も
言
う
べ
き
現
象
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

こ
の
現
象
に
つ
い
て
、
牧
野
巽
氏
は

『
中
園
古
代
貨
幣
経
済
の
衰
頚

過
程
』

収、

(
一
橋
大
息
一
証
禽
撃
部
論
文
集
「
祉
舎
と
文
化
の
諸
相
」
所

「
こ
れ
は
貨
幣
の
紹
封
量
が
増
加
し
た

一
九
五
三
)

の
中
で
、

か
ら
で
は
な
く
、
恐
ら
く
貨
幣
の
流
通
す
る
範
囲
が
非
常
に
縮
少
し

た
た
め
に
生
ず
る
相
針
的
な
過
剰
現
象
で
、
貨
幣
の
組
制
到
量
は
後
漢

時
代
を
遁
じ
て
寧
ろ
減
少
し
て
い
っ
た
」
と
い
う
推
測
を
下
し
た
。
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こ
れ
は
ま
こ
と
に
安
嘗
な
見
解
で
、
後
漢
の
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
貨

幣
過
剰
の
現
象
は
、
恐
ら
く
ど
こ
か
特
定
の
場
所
に
、
大
量
に
貨
幣

が
蓄
積
さ
れ
た
結
果
生
じ
た
現
象
で
あ
っ
た
と
思
う
。
で
は
、
こ
の

特
定
の
場
所
と
は
一
躍
ど
こ
か
れ
そ
れ
は
貴
族
、
商
人
も
含
む
豪
族

大
地
主
な
ど
、
首
時
の
一
部
特
権
階
級
の
手
中
で
あ
る
。

漢
代
を
通
じ
、
彼
ら
豪
族
の
土
地
と
農
民
に
劃
す
る
麗
食
は
、
護

展
の
一
途
を
辿
る
祉
禽
現
象
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
早
く
も
前
漢

武
帝
の
時
、
葦
仲
併
が
限
回
論
、
奴
碑
底
止
論
を
主
張
す
る
よ
う
に

な
る
の
も
、
一
哀
を
返
せ
ば
嘗
時
か
か
る
政
策
を
議
論
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

程
、
い
か
に
大
規
模
な
兼
併
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
か
を
物
語
る
も

t 



の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
彼
が
問
題
と
し
て
取
上
げ
た
大

土
地
所
有
者
は
、
主
と
し
て
武
帝
の
臨
鍛
専
頁
制
賓
施
以
後
、
そ
れ

ω
 

以
前
の
商
人
に
代
っ
て
拍
頭
し
て
来
た
農
村
地
主
で
あ
っ
た
。
し
か

る
に
、
こ
れ
が
前
漢
末
か
ら
後
漢
時
代
に
な
る
と
、

た
と
え
ば
南
陽

の
豪
族
礎
氏
の
如
く
、
彼
ら
は
農
村
地
主
と
し
て
本
来
の
農
業
経
営

に
従
事
す
る
と
同
時
に
、
ま
た
一
方
で
は
商
業
と
か
高
利
貸
し
を
管

関

む
商
人
へ
と
繁
貌
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
前
節
で
引
用
し
た
仲
長
統

の
昌
言
に
描
く
豪
人
も
、
ま
さ
に
こ
れ
と
向
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
後
漢
時
代
に
な
る
と
、
豪
族
大
地
主
は
二
業
を
兼
務
す

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
彼
ら
は
莫
大
な
財
産
を
築
く
に
至
つ

た
。
即
ち
、
史
記
貨
殖
列
停
、
漢
書
貨
殖
俸
に
よ
る
と
、
前
漢
時
代

の
長
者
と
い
わ
れ
る
者
の
財
産
は
、
貨
幣
に
換
算
し
て
一た
か
だ
か
一

ω
 

憶
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
後
漢
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
扶
風
の
土
孫

奮
は
一
億
七
千
絵
高
、
梁
葉
の
如
き
は
、
寅
に
一
人
で
三
十
数
億
の

的

財
産
を
所
有
し
て
い
た
。
こ
れ
は
前
漢
時
代
に
く
ら
べ
て
、
ほ
ぽ
倍

か
ら
数
十
倍
に
及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
集
中
し
た
貨
幣
の
量
は
、

ま
た
前
漢
に
匹
敵
、
も
し
く
は
そ
れ
を
凌
駕
す
る
多
額
な
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
事
賞
、
後
漢
の
中
期
か
ら
末
期
に
な
る
と
、
中
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失
で
は
通
貨
の
不
足
を
き
た
し
、
そ
の
劃
策
と
し
て
官
吏
の
減
俸
、

ω
 

買
官
な
ど
に
よ
っ
て
銭
を
吸
収
し
た
ほ
か
、
ま
た
富
裕
な
民
か
ら
借

ω
 

金
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
、
既
に
安
帝
の
永
初
四
年

(
一
一ω

 

そ
の
負
債
は
数
十
億
の

E
額
に
達
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

O
)
頃、

ま
た
そ
の
ほ
か
に
、
霊
帝
の
時
(
一
六
八
l
一
八
九
)
、
銭
五
百
高
を

あ
か
が
ね
く
さ

入
れ
て
司
徒
の
位
を
買
い
、
世
間
か
ら

「
銅
臭
い
L

と
言
わ
れ
て
疎

ω
 

ん
ぜ
ら
れ
た
葉
州
の
名
士
l

髪
室
の
従
兄
|
雀
烈
。
或
は
、
梁
翼
か

ら
銭
五
千
蔦
を
要
求
さ
れ
、
そ
れ
に
劃
し
て
銭
三
千
蔦
を
輿
え
た
た留

め
に
糞
の
怒
に
ふ
れ
、
途
に
蒐
罪
で
獄
死
し
た
と
い
う
前
記
土
孫
奮
。

甚
だ
し
き
は
、
先
代
垣
帝
の
私
蔵
な
ぎ
を
歎
き、

西
国
に
高
金
堂
を
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建
て
、
大
司
農

(
園
庫
)

の
金
銭
の
横
流
し
或
は
買
官
な
ど
に
よ
っ

て
貨
幣
の
蓄
積
に
専
念
し
た
、
霊
帝
自
身
な
ど
。
こ
れ
ら
の
諸
例
か

ら
し
て
も
、

嘗
時
彼
ら
が
、

い
か
に
大
量
な
貨
幣
を
所
有
し
て
い
た

か
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
今
日
、
後
漢
の
貨
幣
鋳
造
の
様
子
を

窺
う
史
料
は
見
嘗
ら
な
い
。
し
か
し
、
前
記
牧
野
氏
に
よ
る
と
、
後

漢
末
で
も
王
葬
の
貨
泉
が
流
通
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
董
卓
の
悪
銭

濫
造
の
の
ち
曹
操
が
五
銑
銭
を
復
活
し
た
の
は
、
も
と
も
と
貨
幣
の

鋳
造
が
久
し
く
結
え
て
い
た
た
め
貨
幣
が
少
く
、

た
め
に
穀
債
が
下

落
し
て
困
る
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
こ
と
其
の
他
か
ら
し
て
、
後
漢

の
貨
鰐
鋳
造
は
盛
ん
で
な
く
、
貨
幣
は
増
加
し
な
か
っ
た
|
|
貨
幣
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の
絶
劉
量
は
寧
ろ
減
少
し
て
い
っ
た
ー
ー
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い

向
。
若
し
氏
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
貨
幣
の
紹
針

量
が
漸
次
減
少
を
辿
る
後
漢
時
代
に
於
て
、
大
量
の
貨
幣
が

一
部
特

機
階
級
の
う
ち
に

一
方
的
に
集
中
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
も
は

や
貨
幣
は
、
彼
ら
の
聞
の
み
で
通
用
す
る
、

い
わ
ば
彼
ら
の
完
全
な

私
有
物
と
化
し
、
逆
に
農
民
な
ど
に
と
っ
て
は
、
無
縁
の
存
在
と
な

り
つ
つ
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
後
漢
後
期
の
人
で
あ
る
緩
室

が
、
政
論
(
遁
典
倉
一
食
貨
所
引
)

の
中
で

上
家
累
鈍
億
之
ば。

斥
地
伴
封
君
之
土
。
行
琶
立
。
以
鋭
執
政
。

養
籾
客
。
以
威
斡
首
。
専
殺
不
事
。
:
:
:
放
下
戸
時
踊
。
無
所
時

足
。
乃
父
子
低
首
。
奴
事
富
人
。
弟
帥
妻
李
。
震
之
服
役
。
故
富

者
席
徐
而
日
織
。
貧
者
協
短
而
歳
蹴
。
歴
代
篤
虜
。
猶
不
贈
於
衣

流
離
溝

メ弘、

及。

死
有
暴
骨
之
憂
。

歳
小
不
登
。

生
有
終
身
之
動
。

盤
。
嫁
妻
貰
子
。
其
所
以
傷
心
腐
蔽
。
失
生
人
之
紫
者
。
蓋
不
可

勝
陳
。

と
言
い
、
短
億
の
財
産
を
所
有
す
る
豪
族
大
地
主
と
、
彼
ら
に
隷
属

し、

・ま
た
隷
属
を
除
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
農
民
と
の
針
象
的
な
生
活

を
術
開
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
爾
極
端
な
二
者
の
生
活
を
生

じ
た
の
も
、
結
局
は
、
後
漢
の
貨
幣
鰹
済
の
賀
状
が
、
恐
ら
く
以
上

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
原
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
現
象
|
|
貨
幣
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
ー
ー
は
嘗
然
、
貨
幣
鰹

減
伺
を
衰
退
せ
し
め
、
同
時
に
銭
納
を
建
前
と
す
る
人
頭
税
は
、

く

ら
戸
口
調
査
だ
け
を
充
分
に
行
つ
で
も
、
も
は
や
徴
収
不
可
能
に
し

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
政
府
は

貨
幣
経
済
を
強
行
し
、
貨
幣
収
入
源
と
し
て
人
頭
税
の
徴
収
を
強
行

畑
幽

し
た
。
そ
の
結
果
は
、
豪
族
大
地
へ
の
よ
り
一
方
的
な
貨
幣
の
集
中
と
、

そ
れ
を
背
景
と
し
た
彼
ら
の
横
暴
に
拍
車
を
か
け
、
農
民
の
借
金
の

負
鎗
と
窮
乏
、
波
落
を
一
層
激
化
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
帝
園
の
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矛
盾
と
挺
質
は
、
こ
こ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
来
る
。
後
漢
帝
園
崩
壊
の

致
命
傷
と
な
っ
た
彼
の
黄
巾
の
範
は
、
こ
の
よ
う
な
帝
閣
の
矛
盾
に

劃
す
る
農
民
の
不
満
の
一
大
爆
震
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

後
漢
末
の
戦
凱
と
董
卓
の
悪
銭
濫
迭
と
は
、
漢
の
貨
幣
経
済
を
一

問

事
に
崩
壊
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
結
局
人
頭
税
は
、
貨
幣
経
済

の
上
か
ら
も
ま
た
、
溺
壊
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
人
頭
税
の
徴
収
が
帝
園
の
溺
援
を
招
く
と
い

う
こ
と
も
顧
み
ず
、
後
漢
帝
国
崩
援
の
寸
前
ま
で
執
勘
に
徴
収
し
た
、

ま
た
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、

一
般
何
か
。
問
題

は
、
帝
闘
の
歴
史
的
な
性
格
に
開
漣
し
て
来
る
。



...... ，、

例
の
漢
書
刑
法
志
、
食
貨
志
な
ど
に
よ
る
と
、
先
王
の
世
に
賦
と

税
と
の
匝
別
が
あ
り
、
賦
は
い
わ
ゆ
る
軍
賦
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ

ω
 

て
い
る
。
そ
し
て
、
漢
代
で
も
筒
、
か
な
り
明
確
に
こ
の
匪
別
が
存

在
し
、
漢
代
に
賦
と
呼
ば
れ
た
算
賦
、
口
賦
、
更
賦
の
三
種
は
、
い
ず

れ
も
大
な
り
小
な
り
軍
事
税
、
軍
賦
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た

ω
 

と
い
う
こ
と
は
、
既
に
宮
崎
市
定
氏
の
読
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
往
々
、
賦
の
一
字
で
以
て
算
賦
を
意
味
し
て
い
る
場
合

回

が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
漢
代
、
算
賦
が
田
租
と
並
ん
だ
園
家
の
二

大
財
源
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
収
入
の
莫
大
な
こ
と
に
も
起
因
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
算
賦
を
以
て
刑
法
志
、
食
貨
志
な
ど
に

見
え
る
古
来
の
停
統
的
な
賦
l
軍
賦
の
系
統
を
ひ
く
典
型
と
し
て
考

問

え
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

思
う
に
、
春
秋
末
か
ら
職
園
に
か
け
て
開
始
さ
れ
る
識
製
農
具

牛
耕
法
の
使
用
は
、
農
業
生
産
力
を
高
め
、
や
が
て
農
村
社
禽
の
分

解
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、
従
来
の
血
縁
的
大
集
圏
に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
農
村
生
活
は
、
も
は
や
必
要
な
く
な
り
、
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小
家
族
に
よ
る
生
活
も
可
能
な
ら
し
め
る
祉
舎
が
作
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
農
村
駐
禽
に
於
け
る
階
級
の

分
化
も
あ
ら
わ
れ
始
め
る
が
、
し
か
し
全
鰻
的
に
は
、
彼
ら
の
政
治

的
世
曾
的
勢
力
は
ま
だ
弱
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
新
し
い
富
の
生
産
開

係
に
よ
る
彼
ら
の
階
級
分
化
に
先
ん
じ
て
、

か
か
る
農
村
枇
禽
を
再

編
成
し
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
強
大
な
王
権
、
帝
王
権
を
構
成
す
る

こ
と
に
成
功
し
た
の
が
、
邑
制
園
家
以
来
の
貴
族
の
有
力
者
、
即
ち

秦
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
職
園
の
諸
園
家
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
園
家
は
強
大
な
王
権
乃
至
は
帝
王
権
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る

と
と
も
に
、
園
家
の
民
、
中
で
も
大
多
致
を
占
め
る
農
民
層
は
全
て
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卒
等
な
自
由
農
民
と
し
て
王
様
、
帝
王
権
の
下
に
把
握
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
秦
漢
帝
闘
は
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
園
家
の
到
達
し
得
る
最

関

後
の
段
階
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
秦
漢
帝
国
の
強
大
な
帝
王

権
の
下
に
於
て
、
園
家
の
民
を
全
て
自
由
卒
等
な
民
と
し
て
把
握
す

る
一
種
の
卒
等
主
義
が
、
最
も
強
く
う
ち
出
さ
れ
た
の
は
、
税
制
に

於
け
る
古
来
の
軍
賦
と
し
て
の
人
頭
税
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
、
秦
で
は
商
験
以
来
の
賦
で
あ
り
、
漢
で
は
賞
に
、
算
賦
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
。

軍
賦
は
本
来
兵
役
で
あ
り
、
兵
役
の
義
務
は
蔦
民
共
有
の
義
務
で

ω
 

あ
っ
た
。
従
っ
て
、
人
頭
税
は
全
て
の
民
に
、
ま
た
民
の
男
女
、
貧
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富
に
聞
係
な
く
、

一
律
卒
等
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
税
制
施
行
の
た
め
に
郷
里
制
|
|
従
来
の
自
然
爽
落
を
再

編
成
し
、
劃
一
的
な
郡
腺
制
を
行
う
過
程
に
於
て
成
立
し
て
来
た
|

ー
を
活
用
し
、
こ

の
組
織
に
も
と
づ
い
て
人
民
を
編
戸
の
民
と
し
て

把
握
す
る
と
と
も
に
、
戸
口
調
査
と
人
頭
税
の
徴
収
と
を
徹
底
せ
し

め
た
の
で
あ
っ
た
。

漢
の
戸
口
調
査
は
毎
年
八
月
に
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
頭
税

が
徴
収
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
帝
園
が
こ
の
戸
口
調
査
を

行
い
得
る
か
ぎ
り
、
漢
の
大
き
な
園
庫
収
入
の
一
つ
で
あ
る
人
頭
税

の
徴
収
は
、

一
腰
確
保
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
一
方
、
現
賓
の
祉
舎
で
は
、
こ
の
よ
う
な
帝
園
の
性
格
を
否

定
す
る
現
象
が
、
除
々
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
帝
園
が

把
握
し
て
い
た
、
或
は
把
握
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
自
由
農
民
の

流
亡
・
波
落
、

そ
し
て
豪
族
大
地
主
の
下
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
貧
農

小
作
民
乃
至
は
奴
隷
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
賎
民
階
級
の
増
大
で
あ
っ
た
。

そ
の
主
な
原
因
に
は
貨
幣
経
済
の
惨
透
に
よ
る
貧
富
の
差
の
激
化
な

ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
同
時
に
銭
納
の
人
頭
税
の
負
猪
が
そ
れ
に
拍

車
を
か
け
る
結
果
に
な
っ
た
こ
と
は
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
更
に
後
漢
時
代
、
大
量
の
貨
幣
が
豪
族
大
地
主
の
う
ち
に

一
方
的
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
事
態
は
ま
す
ま
す
深
刻
と
な

り
、
も
は
や
戸
口
調
査
だ
け
を
行
つ
で
も
、
現
賓
に
は
人
頭
税
の
徴

収
を
不
可
能
な
ら
し
め
て
い
っ
た
。
漢
帝
園
は
そ
の
園
家
の
性
格
の

上
か
ら
も
、
ま
た
帝
園
を
維
持
し
て
い
く
上
に
於
て
も
、
こ
の
税
制

を
強
行
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
帝
園
が
強
行
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
|
|
現
貨
に
は
後
漢
中
期
以
後
徴
収
不
可
能
と
な
り
、

そ
れ
を
補
う
た
め
に
、
多
く
の
不
法
な
農
民
に
劃
す
る
座
迫
が
加
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
ー
ー
ー
一
層
農
民
は
国
家
権
力
か
ら
離
れ
て
豪

族
大
地
主
の
勢
力
の
下
に
隷
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
く
と
い
う
、
皮
肉
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な
結
果
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。
帝
圏
内
部
に
於
て
、
園
家
権
力
の
下

を
去
っ
て
豪
族
大
地
主
に
隷
属
し
、
彼
ら
の
下
で
あ
ら
た
な
秩
序
を

構
成
し
て
い
く
か
か
る
賎
民
階
級
の
増
加
は
、
嘗
て
は
自
由
農
民
と

し
て
、
彼
ら
が
そ
の
一
員
と
な
っ
て
構
成
、
組
織
し
て
い
た
郷
里
制

を
破
壊
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
こ
の
郷
里
制
を
基
礎
と
し
て
徴
収
さ

れ
て
来
た
人
頭
税
の
制
度
も
崩
壊
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
も
と
よ
り
帝
園
が
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
成
立
し

て
い
た
政
治
的
、
祉
舎
的
、
経
済
的
基
礎
そ
の
も
の
の
愛
質
で
あ
り
、

そ
れ
は
同
時
に
帝
園
の
解
鰻
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

算
賦
(
人
頭
税
)
は
古
代
園
家
の
歴
史
的
産
物
で
あ
り
、
古
代
帝



園
の
崩
壊
と
運
命
を
共
に
す
べ
く
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

後
世
、
内
容
的
に
賦
と
税
と
の
完
全
な
混
同
が
生
じ
る
の
も
、
結
局

に
違
い
な
い
。

は
、
か
か
る
算
賦
の
崩
壊
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た

註ω
算
賦
に
つ
い
て
は
、
漢
書
巻
一
上
高
帝
紀
四
年
八
月
の
僚
の
「
初
鋳
算

賦
」
の
如
淳
の
注
に

漢
儀
注
。
民
年
十
五
以
上
至
五
十
六
。
出
賦
銭
。
人
百
二
十
篤

一
算
。
信
同

治
庫
兵
車
馬
。

と
あ
り
、
ま
た
街
宏
漢
蓄
儀
巻
下
に
も

令
民
男
女
年
中
ι
五
以
上
至
主
十
六
。
出
賦
銭
。
人
百
二
十
第
一
算
。
以
給

車
馬
。

と
あ
る
。
ま
た
ロ
賦
に
つ
い
て
は
、
漢
書
巻
七
昭
帝
紀
元
鳳
四
年
正
月
の

脇
陣
の
「
母
収
四
年
五
年
口
賦
L

の
如
淳
の
注
に

漢
儀
注
。
民
年
七
歳
至
十
四
。
出
口
賦
銭
。
人
二
十
コ
一
。
二

十
銭
以
食
天

子
。
其
三
銭
者
。
武
帝
加
口
銭
。
以
補
事
騎
馬
。

と
あ
る
。

出
問
、
算
賦
、
口
賦
に
つ
い
て
の
研
究
警
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

加
藤
繁
「
漢
代
に
於
け
る
鴎
家
財
政
と
帝
室
財
政
と
の
匪
別
並
に
帝
室

財
政
一
斑
」
同
「
支
那
経
済
史
考
讃
」
上
所
収

同

「

算

賦

に

就

い

て

の

小

研

究

」

同

右

宮
崎
市
定
「
古
代
中
園
賦
税
制
度
」
同
「
ア
ジ
ア
史
研
究
」
一
所
収

吉
田
虎
雄
「
漢
の
箔
役
と
人
頭
税
」
同
「
爾
漢
租
殺
の
研
究
」
所
収
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馬
非
百
「
秦
漢
経
済
史
資
料
(
七
)
租
税
制
度
」
食
貨
三
の
九

卒
中
苓
次
「
居
延
漢
簡
と
漢
代
の
財
産
税
」
立
命
館
大
暴
人
文
科
事
研
究

所
紀
要
一

同
「
漢
代
の
馬
口
銭
と
口
銭
に
就
い
て
」
東
方
皐
報
、
京
都
二
七

倒

注

ωを
参
照
。

ω
漢
書
巻
一
九
百
官
公
卿
表
上
。
郷
有
三
老
有
秩
車
問
失
激
徴
。
:
:
:
育
夫

職
聴
訟
収
賦
税
。

績
漢
書
百
官
志
。
本
注
目
。
有
秩
郡
所
署
。
:
:
:
其
郷
小
者
。
師
肺
置
車
間
夫

一
人
。
皆
主
知
民
善
悪
。
盛
岡
役
先
後
。
知
民
貧
富
。
潟
賦
多
少
。
:
:
:
又

有
郷
佐
。
属
郷
主
民
。
収
賦
殺
。

ω
績
漢
書
砲
儀
志
。
仲
秋
之
月
。
豚
道
皆
案
戸
比
民
。

伺
後
漢
書
巻
六
九
江
草
停
の
「
毎
至
歳
時
。
耐
鵬
首
案
比
」
の
李
賢
の
注
に

案
験
以
比
之
。
猶
今
貌
閑
也
。

と
あ
る
。
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制
加
藤
繁
「
算
賦
に
就
い
て
の
小
研
究
」

開
卒
中
苓
次
「
居
延
漢
簡
と
漢
代
，の

財
産
税
」

川

W

周
雄
官
伯
の
「
掌
王
宮
之
庶
子
凡
在
版
者
」
の
郷
注
に

版
名
籍
也
。
以
版
第
之
。
今
時
郷
戸
籍
。
世
謂
之
戸
版
。

と
あ
る
。
こ
れ
と
同
文
は
大
菅
の
注
に
も
見
え
る
。

制
史
記
巻
二
一
九
貨
殖
列
俸
。
夫
千
乗
之
王
。
高
家
之
侯
。
百
室
之
君
。

向
猶
患
貧
。
而
況
匹
夫
編
戸
之
民
乎
。

後
漢
書
巻
七
九
仲
長
統
惇
。
漠
輿
以
来
。
相
輿
同
第
編
戸
湾
民
。
而
以
財

力
相
君
長
者
。
世
~無
数
鷲
。

州
側
宇
都
宮
清
士
口
「
績
漢
志
百
官
受
奉
例
考
」
、
「
同
再
論
」
(
向
「
漢
代
批
曾
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経
済
史
研
究
」
所
収
)
に
よ
る
と
、
淡
代
の
米
一
餅
は
約
七
十
一
銭
と
い
う

推
定
で
あ
る
。

叫

醐m
織
論
巻
六
散
不
足
柄
刷
。

川判

決
山
川
谷
二

四
上
食
貨
志
。
元
帝
即
位。

天
下
大
水
。
閥
東
部
十

一
尤
甚
。

二
年
。
湾
地
飢
。
穀
石
コ
一
百
除
。
民
多
餓
死
。
瑛
邪
那
人
相
食
。

後
m
HH
巻
七
三
朱
廊
問
問
。
〔
章
-MW
〕
建
初
中
。
南
陽
大
飢
。
米
石
千
除
。

同
市川は
径
八
一
腕
胤
昔
前問
。
〔
安
帝
永
初
四
年
〕
連
年
不
担当

穀
石
柑
削
除
。

問
書
倉
一

O
六
第
五
訪
跡
。
〔
順
帝
時
〕
第
五
訪
:・

・
溢
張
披
太
守
。
放
機
。

粟
石
数
千
。

と
あ
る
の
が
、
そ
の
例
で
あ
る。

帥
た
と
え
ば
、

出

3
径
二
四
上
食
貨
志
。
宣
帝
即
位
。
用
吏
多
選
賢
良
。
百
姓
安
土
。
歳

倣
盟
副情
。
穀
歪
石
五
銭
。
幾
人
少
利
。

後
波
書
径
二
明
。
清
紀

・
永
卒
十
二
年
。
歳
比
笠
稔
。

百
姓
股
官
。
来
餅
三

十
。

帥

什広
岡
を
参
照
。

同

昭
怖
の
時
の
世
相
、
及
び
決
民
の
生
活
を
述
べ
た
も
の
に
、
次
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
。

模
台
二
四
上
食
貨
志
。
至
昭
帝
時
。
流
民
梢
還
。
回
野
盆
闘
。
頗
有
蓄
積
。

同
川
谷
八
九
循
変
体
序
。
孝
昭
幼
川内
。
密
光
乗
政
。
承
高
官
服
伊
師
放
之
後
。

指川
内
雌
耗
。
光
因
循
守
職
。
無
所
改
作
。
至
於
始
元
元
鳳
之
問
。
旬
奴
郷

化
。
百
姓
金
寓
。

M
W

宮
崎
市
定
「
古
代
中
園
賦
税
制
度
」
を
参
照
。
向
、
更
賦
に
つ
い
て
は

演
口
霊
協
「
践
更
と
過
更
|
如
淳
設
の
批
判
」
(
東
洋
皐
報
一
九
の
一
一)

を
参
照。

間

後

波

書
巻
四
和
帝
紀
・
永
元
五
年
二
月
認
。
:
・:
住
者
郡
図
上
。
貧
民

以
衣
絞
盆
所
岬
間
賞
。
而
豪
右
得
其
鋭
利
。
向
、
注
川
仰
を
参
照。

同開

百
納
本
に
は
「
朝
令
而
悲
改
品市
兵
」
と
あ
る
が
、

い
ま
加
藤肺
訴
評
註

「
淡

者
食
貨
志
」

(岩
波
書
席
)
に
従
っ
て
改
め
た
。

M
W

未
成
丁
の
人
頭
税
で
あ
る
日
賦

(
口
銭
)
は
、
元
来
七
歳
よ
り
十
四
歳

ま
で

の
者
を
料
開
象
と
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

一
時
武
帝
よ
り
元

帝
に
至
る
問
、
三
歳
以
上
の
者
に
も
課
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
元
帝

に
糾
問
す
る
貢
再
の
上
書
(
波
書
径
七
二
本
俸
)
に
、
そ

の
こ
と
を
述
べ
て

起
武
帝
征
伐
四
夷
。
重
賦
於
民
。
民
産
子
三
歳
。
則
出
口
銭
。
故
民
重
悶
。

至
於
生
子
机
殺
。
甚
可
悲
筋
。

と
言
っ
て
い

る
。

邸

側

算
賦

一
算
百
二
十
銭
と
い
う
定
額
が
何
を
根
擦
に
定
め
ら
れ
た
も
の
か
、
一

勿
論
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
想
像
を
逗
し
く
す
る
な
ら
ば
、
こ

れ
は
古
来
の

田
租
の
基
準
で
あ
っ
た
十
一
之
税
に
も
と
づ
い
て
、
定
め
ら

れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
政
代
、
田
租
の
税
率
は
十
五
分
の

一
或
は
三
十
分
の
一
と
減
税
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
十
分
の

一
と
漢

代
の
回
租
と
の
差
額
が
人
頭
税
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
淡
代
の
田
租
と

人
頭
税
と
を
合
計
し
て
、
古
来
の
十
一
之
税
に
則
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か
と
思
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
更
に
考
察
を
必
要
と
し
、
今
後
の
研
究

に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
若
し
限
り
に
、
こ
の
よ
う
な
推
測
が
今
後
質

経
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
十

一
之
税
は
天
下
の
中
正
と
一吉田
わ
れ
る
如
く
、

こ
の
中
に
人
頭
税
が
含
ま
れ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
負
搬
に
は
な
ら
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
銭
納
で
あ
り
、
穀
物
を
貰
っ
て
金
に



換
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
駄
に
こ
そ
問
題
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
就
い
て
は
稿
を
改
め
て
詳
述
す
る
考
え
で
あ
る
。

帥
漢
書
巻
七
二
飽
宣
傍
。
倫
、
農
民
の
流
亡
に
つ
い
て
は
馬
非
百
「
秦
漢

経
済
史
資
料
宝
乙
幾
業
」
(
食
貨
三
の
一
)
を
参
照
。

凶

漢
書
巻
二
八
下
地
理
志
。
綴
漢
書
郡
園
士
山
注
。

M
W

後
漢
紀
巻
二

O
質
帝
紀
に
朱
穆
が
梁
葉
を
諌
め
た
言
葉
が
あ
り
、
そ
の

一
節
に
も

京
師
之
費
。
十
倍
於
前
。
河
内
一
郡
。
嘗
調
機
素
締
穀
。
縫
八
蔦
徐
匹
。

今
乃
十
五
寓
匹
。
官
無
見
銭
。
皆
出
於
民
。
民
多
流
亡
。
皆
虚
張
戸
口
。

戸
門
山
既
少
。
而
無
響
者
多
。

と
あ
る
。

帥
間
肌
崎
文
夫
「
江
域
被
化
小
記
」
支
那
皐
五
の
四
。

こ
の
ほ
か
、
第
聡
「
爾
漢
郡
園
面
積
之
佑
計
及
口
敏
増
減
之
推
測
」
(
中

央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
五
)
に
は
、
後
漢
に
於
け
る
地
域
別
の

人
口
の
増
減
を
、
百
分
率
で
あ
ら
わ
し
た
表
を
あ
げ
て
い
る
。

鈎
日
比
野
前
掲
論
文
、
及
び
本
稿
第
二
節
を
参
照
。

抽
脚
漢
代
、
正
史
(
本
紀
)
に
見
え
る
賦
・
設
の
減
苑
回
数
を
表
に
す
る
と
、

凡
そ
次
の
遁
り
で
あ
る
。

後 前
漢 漢

田租

租税 16 34 

国税

租賦 14 2 

ロ算算 6 6 
賦

ロ賦
3 6 

ロ銭

更賦 1 I 11 

馬口銭 1 

毒事 藁 14 

田租 30 36 

人頭税 23 14 
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租
賦
は
租
と
賦
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
表
か
ら
、
田
租
と
人
頭
税
に
分
け
て

各
々
合
計
す
る
と
、
下
段
の
如
く
な
る
。
街
こ
こ
で
一
雷
同
し
て
お
く
が
、

後
漢
の
史
料
に
見
え
る
口
賦
が
、
果
し
て
前
漢
と
同
様
に
未
成
丁
の
人
頭

税
を
意
味
し
た
も
の
か
ど
う
か
、
貨
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

後
漢
に
も
未
成
丁
の
人
頭
税
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
貨
で
、
そ
の
こ
と
は
、
。

た
と
え
ば
後
漢
の
人
、
玉
充
の
論
衡
巻
一
二
謝
短
篇
に
も

十
五
賦
。
七
歳
頭
銭
二

十
三
。

と
あ
り
、
孫
訟
譲
(
札
乏
巻
九
)
は
漠
蓄
儀
を
引
用
し
て

算
民
年
七
歳
以
至
十
四
歳
。
出
口
銭
。
人
二
十
三
。
二
十
銭
以
食
天
子
。

三
銭
者
。
武
帝
加

口
銭
。
以
補
車
騎
馬
。
叉
令
民
男
女
年
十
五
以
上
至
五

十
六
。
出
賦
銭
。
百
二
十
震
一
算
。
以
給
車
馬
。

即
此
云
十
五
賦
七
歳
頭

銭
二

十
三
也
。

と
設
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
ま
た
後
漢
書
巻
一
下
光
武
帝
紀

の
建
武
二
十
二
年
九
月
の
篠
に
「
戊
辰
。
地
震
裂
。
制
詔
日
。
:
:
:
其
口

賦
遁
税
。
而
庭
宅
尤
破
援
者
。
勿
収
責
」
と
あ
り
、
李
賢
は
こ
れ
に
注
し
、

漢
儀
注
目
。
人
年
十
五
至
五
十
六
。

出
賦
銭
。
人
百
二
十
篤
一
算
。
又
七

歳
至
十
四
歳
。
出
口
銭
。
人
二

十
。
以
供
天
子
0

・・

と
一
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
見
る
と
、
李
賢
は
口
賦
を
、
算
賦
も
含
め
た

庚
毅
の
人
頭
税
の
意
味
に
解
四
押
し
て
い
る
。
思
う
に
後
漢
の
口
賦
は
、
特

定
名
詞
と
し
て
の
未
成
丁
の
人
頭
税
と
す
る
よ
り
も
、
算
賦
も
含
め
た
普

通
名
詞
と
し
て
の
人
頭
税
と
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

同制

日本
文
訂
頁
に
引
用
し
た
後
漢
書
和
蕩
帝
紀
及
び
注
闘
を
参
照
。

M
W

奴
縛
に
糾
問
し
て
は
、
算
賦
は
課
徴
さ
れ
な
か
っ
た
。
漢
書
巻
二
恵
帝
紀
、

六
年
十
月
の
「
(
令
)
女
子
年
十
五
以
上
至
三
十
不
嫁
五
算
」
の
態
初
の
注

に
、
漠
律
。
人
出
一
算
。
算
百
二
十
銭
。
唯
買
人
輿
奴
抑
倍
算
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
商
人
と
奴
仰
に
は
一
人
に
射
し
て
二
人
分
の
算
賦
が
課

せ
ら
れ
た
が
、
奴
仰
の
場
合
は
そ
の
所
有
者
が
負
檎
し
た
。
加
藤
繁
「
算

賦
に
就
い
て
の
小
研
究
」
を
参
照
。

M
同
大
淵
忍
爾
「
中
園
に
お
け
る
民
族
的
宗
教
の
成
立
制
」
(
歴
史
事
研
究

一
八
ニ

の
注
側
に
よ
る
と
、
紫
州
、
強
州
等
の
、
後
に
賀
巾
の
賊
の
猛

威
を
ふ
る
っ
た
地
方
に
流
民
が
多
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
向
、

馬
非
百
「
秦
漢
経
済
史
資
料
(
五
)
人
口
及
土
地
」
(
食
貨
三
の
一
二
)
を
参

問山。

側
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

後
間
関
蓄
倉
六
二
焚
宏
停
。
〔
宏
〕
父
重
。
・
:
・
世
善
農
稼
。
好
貨
殖
0

・:・

其
管
理
産
業
。
物
無
所
来
。
課
役
童
殺
。
各
得
其
宜
。
故
能
土
下
数
力
。

財
利
歳
倍
。
至
乃
関
康
国
土
三
百
除
頃
。
:
:
:
貸
至

E
高
。

同
書
巻
七
二
曜
阿
南
安
王
康
停
。
〔
章
帝
〕
建
初
八
年
。
・
:
康
途
多
殖
財
貨
。

大
修
宮
室
。
奴
御
至
千
四
百
人
。
厩
馬
千
二
百
匹
。
私
回
八
百
頃
。

同
書
巻
五
四
馬
援
俸
附
防
俸
。
防
兄
弟
貴
盛
。
奴
鱒
各
千
人
己
上
。
資
産

E
億
。
皆
貿
京
師
膏
腕
美
因
。

同
盤
巻
一
一
一
一
上
折
像
体
。
〔
折
〕
園
有
貨
財
二
億
。
家
償
八
百
人

同
蓄
倉
六
四
梁
統
停
附
業
停
。
葉
乃
・
・
・
取
良
人
悉
盛
岡
奴
紳
。
至
数
千
人
。

名
目
白
賢
人
。

倒
西
村
元
佑
「
漢
代
の
働
農
政
策
|
財
政
機
構
の
改
傘
に
関
連
し
て
|
」

(
史
林
四
二
の
一
一
一
)
を
参
照
。

倒
漢
書
巻
七
二
本
体
。
古
者
不
以
金
銭
信
用
幣
。
専
意
於
嫌
。
故
一
夫
不
耕
。

必
有
受
其
飢
者
。
:
・
・
自
五
妹
銭
起
己
来
。
七
十
除
年
。
民
坐
盗
鋳
銭
。

被
刑
者
衆
。
宮
人
積
銭
満
室
。
猶
亡
厭
足
。
民
心
機
動
。
商
買
求
利
。
東

(33) 
西
南
北
。
各
周
智
巧
。
好
衣
美
食
。
歳
有
十
二
之
利
。
:
:
:
貧
民
雄
賜
之

因
。
猶
間
間
賞
以
賀
。
窮
則
起
第
盗
賊
。
何
者
。
末
利
深
而
惑
於
銭
也
。
是

以
姦
邪
不
可
禁
。
其
原
皆
起
於
銭
也
。
疾
其
末
者
。
紹
其
本
。
宜
罷
採
珠

玉
金
銀
時
間
銭
之
官
。
亡
復
以
銭
幣
。
市
井
勿
得
販
問
H

。
除
租
鉱
之
律
。
租

税
蔽
賜
。
皆
以
布
吊
及
穀
。
使
百
姓
萱
蹄
於
曲
演
。

晋
書
巻
二
六
食
貨
志
に
は

今
非
但
穀
貴
也
。
百
物
皆
貴
。
此
銭
賎
故
爾
。
宜
令
天
下
悉
以
布
吊
篤
租
。

市
買
皆
用
之
。
封
銭
勿
出
。
如
此
則
銭
少
。
物
皆
賎
失
。

ル
」
怠
叩

4
0

。

帥
宇
都
宮
消
吉
「
史
記
貨
殖
列
停
研
究
」

所
収
)
を
参
照
。

倒
同
「
償
約
研
究
」
(
同
「
漢
代
社
禽
経
済
史
研
究
」
所
収
)
、
及
び
注
帥
を

参
照
。
ま
た
注
M
W
に
引
く
奨
宏
俸
を
参
照
。

側
宮
崎
市
定
「
讃
史
街
記
二
、
漢
書
の
貨
殖
家
番
付
」
(
同
「
ア
ジ
ア
史

研
究
」
一
所
収
)
の
一
覧
表
を
参
照
。

制
後
漢
書
巻
六
四
梁
統
俸
附
葉
停
。
向
、
こ
の
ほ
か
に
康
漢
の
折
園
に
は

二
億
、
積
陽
侯
馬
防
の
兄
弟
に
は
互
億
の
貸
震
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

注
側
を
参
照
。

側
二
、
三
の
例
を
あ
げ
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

後
漢
書
巻
五
安
帝
紀
・
永
初
三
年
四
月
。
三
公
以
園
用
不
足
。
奏
令
吏
人

入
銭
穀
。
得
策
関
内
侯
・
虎
賞
・
羽
林
郎
・
五
大
夫
・
官
府
吏
・
緑
騎
・

替
士
。
各
有
差
。

.

問
書
巻
六
順
帝
紀
・
漢
安
二
年
十
月
。
滅
百
官
奉
O
i
-
-
-
又
貸
王
侯
圏
租

一
歳
。

(
同
「
漢
代
社
曾
経
済
史
研
究
」
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同
書
巻
七
桓
帝
紀
・
延
蕪
四
年
七
月
。
京
師
写
。
減
公
卿
以
下
奉
。
貸
王

侯
牢
租
。
占
頁
閥
内
侯
・
虎
賞
・
羽
林
・
綾
融
制
・
営
士
・
五
大
夫
。
銭
各

有
差
。

，倒
後
漢
書
巻
六
順
帝
紀
・
永
和
六
年
七
月
。
詔
俵
民
有
賞
者
。
戸
銭
一
千
。

帥
後
漢
書
巻
八
一
瞬
参
俸
。
永
初
四
年
O
i
-
-
-
参
奏
記
於
郵
勝
目
。
比
年

・
発
泡
。
特
図
閥
右
。
供
筏
賦
役
。
唖
帥
損
日
滋
。
官
負
入
賞
。
激
十
億
薦
。

今
復
募
褒
百
姓
。
調
取
穀
鳥
。
街
賀
什
物
。
以
藤
吏
求
。

ω
後
漢
書
巻
八
二
律
姻
俸
附
寒
停
。

脚
注
帥
に
同
じ
。

帥
後
漢
書
巻
八
霊
帝
紀
。
問
書
巻
一

O
八
呂
強
停
、
張
譲
俸
。
向
、
西
国

に
多
額
の
銭
が
蓄
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
一
例
に
、

後
漢
書
一

O
八
曹
騰
俸
。
〔
曹
〕
樹
。
霊
帝
時
。
貨
賂
中
官
。
及
輪
西
国
銭

一
億
薦
。
故
位
至
大
尉
。

と
の
記
載
が
あ
る
。

制
因
に
、
武
帝
の
時
に
五
鉢
銭
が
鍛
造
さ
れ
て
よ
り
前
漢
末
卒
帝
の
元
始

年
間
に
至
る
問
、
貨
幣
の
年
間
鋳
造
額
は
、
卒
均
し
て
約
二
億
で
あ
っ
た

(
漢
書
巻
二
四
下
食
貨
志
)
。
い
ま
綴
り
に
こ
の
数
字
を
後
漢
時
代
に
あ
て

は
め
る
と
、
先
の
安
帝
の
時
の
歎
十
億
と
い
う
負
債
は
数
年
間
も
し
く
は

十
敏
年
間
分
の
銭
銭
額
に
相
賞
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
梁
葉
が
支
梯

可
能
と
見
込
ん
で
士
孫
奮
に
要
求
し
た
五
千
高
は
、
年
間
鋳
銭
額
の
四
分

の
一
に
相
蛍
す
る
金
額
と
な
る
。

帥
臨
世
信
威
「
中
園
貨
幣
史
」
第
二
章
、
第
一
節
に
よ
る
と
、
前
漢
で
は
、

帝
王
の
賞
賜
と
か
服
罪
に
は
黄
金
、
銅
銭
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
に
射
し
、

後
漢
に
な
る
と
布
白
巾
、
線
白
m
が
代
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

な
ど
を
指
摘
し
、
後
漢
時
代
の
黄
金
不
足
の
原
因
と
し
て
、
刑
判
外
貿
易
の

盛
行
に
よ
る
黄
金
の
流
出
、
玉
奔
の
黄
金
園
有
政
策
に
よ
る
一
部
特
権
階

級
へ
の
集
中
、
工
裏
方
面
に
於
け
る
需
用
の
増
加
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。

筒
、
こ
の
ほ
か
に
後
漢
時
代
の
貨
幣
減
少
の
一
因
と
し
て
、
随
葬
品
と
し

て
墓
中
に
埋
め
ら
れ
た
貨
幣
の
盆
も
、
些
少
で
は
あ
る
が
や
は
り
無
視
出

来
な
い
と
思
う
。
漢
代
、
貨
幣
が
隠
葬
口
聞
と
し
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
こ

と
は
、
玉
仲
殊
「
墓
葬
略
説
」
(
考
古
遜
訊
、
一
九
五
五
年
創
刊
披
)
も

指
摘
し
て
い
る
が
、
事
賞
、
最
近
の
中
閣
の
褒
掘
を
見
て
も
、
漢
墓
か
ら

多
数
の
貨
幣
(
五
鉢
銭
、
王
宜
伸
銭
な
ど
)
が
我
見
さ
れ
て
い
る
。
判
明
し

た
一
墓
中
の
枚
敏
は
凡
そ
歎
枚
か
ら
敏
百
枚
前
後
で
あ
る
が
、
中
に
は
、

た
と
え
ば
安
徽
省
合
肥
市
近
郊
の
漢
末
と
推
定
さ
れ
る
碍
墓
の
如
く
、
千

枚
に
近
い
五
妹
銭
が
渡
見
さ
れ
た
例
も
あ
る
(
「
安
徽
合
肥
東
郊
古
碍
墓

清
理
簡
報
」
同
一
九
五
七
の
一
)
。

帥
脚
容
媛
「
故
漢
毅
城
長
蕩
陰
令
張
遜
表
須
集
標
」
(
燕
京
準
報
三
一
)
に

よ
る
と
、
霊
帝
中
卒
三
年
(
一
八
六
)
に
も
向
、
戸
口
調
査
が
行
わ
れ
、

算
賦
が
課
徴
さ
れ
て
い
る
。

制
牧
野
、
多
信
威
前
掲
論
文
を
参
照
。

糊
漢
書
巻
二
三
刑
法
志
。
畿
方
千
里
。
有
税
有
賦
。
税
以
足
食
。
賦
以
足

兵。
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同
書
巻
二
四
上
食
貨
志
。
有
税
有
賦
。
税
謂
公
周
什
一
及
工
商
衡
虞
之
入

也
。
賦
共
車
馬
甲
兵
土
徒
之
役
。
充
貧
府
庫
。
賜
予
之
用
。
税
給
郊
社
宗

廟
百
紳
之
記
。
天
子
奉
差
。
百
官
緑
食
。
庶
事
之
費
。

働
問
「
古
代
中
園
賦
税
制
度
」

制
加
藤
肺
訴
「
算
賦
に
就
い
て
の
小
研
究
」
を
参
照
。
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向
、
一
例
を
あ
げ
る
と

波
書
径
六
四
下
賀
摘
之
停
0

4

ヰ
女
皇
帝
。

・:・
民
賦
四
十
。

同
書
巻
九
六
下
西
域
市
博
・

渠
惣
閣
僚
。
征
和
中

0

・
:
:
前
有
司
奏
。
欲
盆

民
賦
三
十
助
溢
用
。

と
あ
る
賦
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
周
礎
太
宰
の
九
賦
の
鄭
注
に
も

賦
日
本
出
泉
也
。
今
之
算
泉
。
或
謂
之
賦
。
此
其
沓
名
輿
。

と
言
っ
て
い
る
。

制
い
ま
絞
り
に
漢
代
の
人
口
を
五
千
寓
人
と
し
、
十
五
歳
以
上
五
十
六
歳

以
下
の
者
が
そ
の
五
分
の
三
を
占
め
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
か
ら
納
め
る
百

二
十
銭
の
算
賦
の
総
計
、
即
ち
大
司
臨
時
(
園
庫
)
に
収
ま
る
算
賦
の
総
計

は
銭
三
十
六
億
と
な
る
。
太
卒
御
賀
谷
六
二
七
に
引
用
さ
れ
た
恒
読
の
新

論
に
よ
る
と
、
前
漢
時
代
、
大
司
農
の
歳
入
は
銭
四
十
除
億
と
い
う
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
算
賦
の
総
計
は
ま
た
園
家
財
政
の
大
部
分
を
占
め
た
こ
と

に
な
る
。
粗
雑
な
計
算
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
で
大
般
の
見
蛍
は
つ
く
で
あ

ろ
う
。

脚

注

側

を

参

照
。

倒
宇
都
宮
消
士
ロ
「
古
代
帝
園
史
概
論
」
(
悶
「
漢
代
社
合
経
済
史
研
究
」
所

収)。

制
賦
の
沿
革
に
つ
い
て
は
注
側
、
及
び
松
本
光
雄
「
中
園
古
代
社
禽
に
お

け
る
分
邑
と
宗
と
賦
に
つ
い
て
」
(
山
梨
大
皐
事
護
翠
部
研
究
報
告
四
)

を
参
照
。

昭
和
三
十
四
年
度
京
大
東
洋
史
卒
業
論
文
題
目

修
士
論
文

ジ

ャ

フ

パ

ズ

に

つ

い

て

の

一

考

察

岡

崎

|
|
十
世
紀
イ
ス
ラ
ム
帝
園
の
金
融
業
者
の
研
究
|
|

明
代
江
南
に
於
け
る
官
回
の
性
格

事
土
論
文

高
句
麗
諸
城
の
起
源
と
護
達

明
代
の
軍
戸
制
に
つ
い
て

唐
宋
の
出
皮
革
と
使
職

|
|
特
に
三
司
使
の
成
立
に
つ
い
て
|
|

北
宋
時
代
に
於
け
る
宋
と
西
涼
府
及
び
青
麿
族
と
の
開
係

中

山

俺
答
汗
と
そ
の
時
代

|
|
明
代
蒙
古
祉
舎
の
一
考
察
|
|

森
谷

上

村

硝

波

若

松

正
孝
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which they had previously taken from the peasants， who were the taxpa-

yers， by the system of the cadastral. tax in money (misa}J，a). But the 

middle class， consisting of merchants， proprietors (tunna))， and others who 

wielded economic power， gradually came to occupy an important position 

in the society and to have a severe antagonism against the bureaucratic 

State which was working to complete its internal expansion. The an-

tagonism， nevertheless， found' a compromise in the one-step retreat on 

the part of the State. This retreat meant in fact the farming out of .tax 

man包gements(4aman) and the fosterage of the rank of purveyors through 

the business of public grain of the Sawad. lt was indeed the presence 

of the complicated mechanism of the fiscal administration and the super' 

vision by a centralized authority that permitted this excessive concession 

to.those who， though favoured by financial capacity， were lacking in profes-

sional knowledge relative to the public fiscal economy. On the other hand， 

since this compromise between the St~te and the middle class imposed a 

consequent economic oppression upon the lower classes， the (Abbasid State 

was doomed to be alienated from them， and this must be regarded as one 

of the fundamental causes. of the internal disintegration of the Sta主e.

On the Decay of the Poll Ta玄 inthe Han漢 Dynasty

Hidemasa Nagata 

lt is well known that the tax system of the Han dynasty had a poll 

tax or capitation called suan-fu算賦 Thistax derived from the ch伽 -fu
寧賦， a tax which was paid in lieu of military service. All those， includ-

ing women， who were recognized to be fifteen years old by the census 

periodically taken in every August through the rural organization system 

(hsiang-li郷里)， were required to pay 120 ch'ien銭 ayear for suan-fu 

until the time they reached the age of fifty-six. But this capitation system 

disappeared with the fall of' the Han dynasty， and a new system， levying 

a tax on each house， appeared in the Three Kingdoms period. 

The author inquires why the suan-fu tax vanished， and finds an 

answer in the abandonment of the rural organization system and the 

- 2ー



decay of the money economy. The former became impracticable be-

cause of the appearance of wanderers and the increase of slaves and 

tenant farmers among the lower orders. The decay of the latter was 

brought about by the decrease of the amount of currency and the tenden-

cy of currency to become concentrated in the hands of the privileged 

c1asses. The author concludes that the suan-fu vanished because of these 

conditions. 

On the Appearance of Villages in China 

一一一AnAspect of the Ruin of the Ancient Empire--

Ichisada Miyazaki 

China had its period of city-states in antiquity， and something of this 

system remained in the Han漢 dynasty.Therefore， in the Han the hsien 

瞬，hsiang郷 andt'ing亭 wereall cities， each with a wall around it， and 

held some arrondissement (li畏)in it. The peasants living in the cities 

tended the farms nearby outside the wall every day， and the lands farther 

away were left uncultivated. In the Han dynasty， there were few vi1lages 

to be. found like those of later times. 

When the centralization policy adopted by the government brought 

about the ruin of the hsiang and t'ing， the peasants moved to the hsien to 

seek employment， and therefore more and more‘fields were left uncultiva-

ted. These deserted areas were then occupied by the nomad-invaders from 

the north or west， who established vi1lages there. On the other hand the 

Chinese government alloted the deserted areas to its soldiers， after aban-

doning attempts to reconstruct the hsiang and t'ing. These al10ted fields， 

cal1ed t'un-t'ien屯田， were established by Ts'ao Ts'ao曹操 ofthe Wei魂

dynasty in the north. The t'un-t'ien needed the establishment of vi11ages 

as well. Sometime later， in the Yangtze River basin in the south， there 

tlourished the manors of the powerful c1ans， who gave refuge to those 

who tled from north China， and vi11ages consequently appeared there also. 

The ρaoωu保伍 system，though original1y designed for the military， was 

later used by the government to gain control of the dwel1ers of the new 

vil1ages. 
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